
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
二
号
）

五
八
（
一
七
六
）

三
月
前
期
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
わ
け
る
「
社
会
問
題
」

　
　
　
社
会
政
策
お
よ
び
中
間
層
政
策
の
展
開
的

と

川
　
　
本

和
　
　
良

間
題
の
所
在

－
　
三
月
前
期
に
お
げ
る
「
杜
会
問
題
」

　
〕

　
ｏ
「
杜
会
問
題
」
の
性
格
－
第
二
六
巻
第
五
号

　
〕

　
ｍ
　
「
杜
会
間
題
」
発
生
の
原
因
と
「
大
衆
貧
窮
」
１
第
二
六
巻
第
六
号

皿
　
三
月
前
期
に
お
げ
る
政
策
の
展
開

　
〕０

　
国
家
的
杜
会
政
策
の
開
始
１
１
一
八
三
九
年
の
児
童
保
護
規
定

　
　
－
　
児
童
労
働
を
招
来
し
た
要
因

　
　
２
　
児
童
労
働
者
の
状
態
－
第
二
八
巻
第
二
号

　
　
３
　
立
法
過
程

　
　
○
〇
　
一
八
一
七
年
九
月
五
目
の
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
回
状
１
１
国
家
的
杜
会
政
策
の
出
発
点

　
　
の
　
一
八
二
四
年
か
ら
一
八
二
七
年
ま
で
の
文
相
ア
ル
テ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
と
就
学
義
務
を
め
ぐ
る
展
開

　
　
ゆ
　
一
八
二
八
年
か
ら
一
八
三
二
年
ま
で
の
ホ
ル
ソ
中
将
と
兵
役
義
務
を
め
ぐ
る
展
開
－
以
上
本
号

　
　
↑
〇
　
一
八
三
五
年
か
ら
一
八
三
七
年
ま
で
の
ラ
イ
ソ
州
長
官
ポ
ー
デ
ル
シ
ュ
ヴ
ィ
ソ
ク
と

　
　
　
　
　
ラ
イ
ソ
州
議
会
を
中
心
と
す
る
展
開



　
〕

　
１

　
〔

　
〕

　
皿

　
〔皿

　
〕

　
１

　
〔

　
〕

　
ｎ

　
〔

　
〕

　
皿

　
〔

　
〕

　
ｖ

　
〔

　
働
　
一
八
三
九
年
の
児
童
保
護
規
定
の
成
立

　
中
間
層
政
策
の
開
始
１
１
一
八
四
五
年
の
営
業
令

　
三
月
前
期
に
お
け
る
政
策
展
開
の
特
徴
と
意
義

「
三
月
革
命
」
と
政
策
の
展
開

「
三
月
革
命
」
と
「
杜
会
問
題
」

中
問
層
政
策
の
展
開
１
１
一
八
四
九
年
の
営
業
令

国
家
的
杜
会
政
策
の
展
開
Ｈ
一
八
五
三
年
法

「
反
動
期
」
に
お
け
る
政
策
展
開
の
特
徴
と
意
義

〕１〔

国
家
的
杜
会
政
策
の
開
始
Ｈ
一
八
三
九
年
の
児
童
保
護
規
定

　
３
　
立
　
法
　
過
　
程

　
以
上
の
よ
う
た
児
童
労
働
者
の
状
態
を
背
景
と
し
て
立
法
過
程
が
進
行
し
、
ド
ィ
ツ
に
お
げ
る
最
初
の
杜
会
政
策
立
法
で
あ
る
一

八
三
九
年
の
児
童
保
護
規
定
の
制
定
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
過
程
は
五
つ
の
段
階
に
区
分
し
得
る
と
思
わ
れ
る
。
ｏ
〇
一
八
一
七

年
九
月
五
目
の
宰
相
ハ
ル
デ
ソ
ベ
ル
ク
の
州
長
官
宛
て
の
回
状
（
内
旨
ｑ
邑
畠
｛
易
０
。
暮
蒜
ぎ
昌
Ｈ
¢
易
チ
霊
己
竃
ぎ
お
竃
昌
¢
Ｏ
げ
ｏ
Ｈ
．

肩
置
ま
ま
彗
く
ｏ
昌
岬
．
ｃ
。
¢
冥
ｏ
昌
ぎ
二
・
。
Ｈ
べ
．
以
下
、
ハ
ル
デ
ソ
ベ
ル
ク
の
回
状
と
略
す
）
１
１
国
家
的
杜
会
政
策
の
出
発
点
、
〇
一
八
二
四
年

か
ら
一
八
二
七
年
ま
で
の
文
相
ア
ル
テ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
と
就
学
義
務
を
め
ぐ
る
展
開
、
ゆ
一
八
二
八
年
か
ら
一
八
三
二
年
ま
で
の
ホ

ル
ソ
中
将
（
宗
『
ｏ
・
昌
胃
昌
彗
ざ
彗
；
◎
箏
豪
昌
）
と
丘
ハ
役
義
務
を
め
ぐ
る
展
開
、
ゆ
一
八
三
五
年
か
ら
一
八
三
七
年
ま
で
の
ラ
イ
ソ

　
　
　
　
三
月
前
期
の
プ
ロ
イ
セ
ソ
に
お
げ
る
「
杜
会
問
題
」
噂
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
（
一
七
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
（
一
七
八
）

州
長
官
ボ
ー
デ
ル
シ
ュ
ヴ
ィ
ソ
ク
（
Ｏ
宗
『
肩
望
ま
巨
ｑ
胃
窒
ｏ
｛
暑
己
¢
く
旨
望
ｑ
器
ｏ
麦
巨
囚
｝
）
と
ラ
ィ
ソ
州
議
会
を
中
心
と
す
る
展

開
、
旬
一
八
三
九
年
の
児
童
保
護
規
定
の
成
立
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
考
察
し
よ
う
。

　
Ｃ
Ｄ
　
一
八
一
七
年
九
月
五
目
の
ハ
ル
デ
ソ
ベ
ル
ク
の
回
状
１
１
国
家
的
杜
会
政
策
の
出
発
点

　
工
場
児
童
の
状
態
に
つ
い
て
の
最
初
の
官
庁
記
録
は
、
　
一
八
一
五
年
の
グ
ラ
ス
ホ
ッ
フ
の
旅
行
報
告
（
Ｏ
・
§
ぎ
涛
寄
宥
げ
邑
ｏ
｝
一
）

で
あ
る
。
グ
ラ
ス
ホ
ッ
フ
は
、
二
ー
ダ
ー
ラ
イ
ソ
の
教
育
長
（
具
５
奉
冒
｛
霧
ひ
箒
箏
畠
Ｏ
ぎ
■
。
冒
尋
ま
軍
。
・
Ｐ
冒
曇
＆
９
｝
Ｏ
昌
で
あ
り
、

教
育
者
の
立
場
か
ら
報
告
書
を
作
成
し
て
い
る
。
そ
の
要
旨
は
、
工
場
制
度
が
学
校
教
育
改
善
に
対
す
る
本
質
的
た
障
害
に
な
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
児
童
は
、
六
歳
か
ら
工
場
の
機
械
の
そ
ぱ
で
、
朝
早
く
か
ら
夜
遅
く
ま
で
、
週
六
日
、
緊
急
の
時
に
は
七
日
も

働
い
て
い
る
の
で
、
学
校
に
通
う
こ
と
が
で
き
ず
、
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
病
ん
で
い
る
と
い
う
に
あ
っ
た
。
こ
の
報
告
は
総
監

ザ
ッ
ク
（
Ｏ
・
彗
胃
烏
◎
毫
ｏ
昌
ｏ
膏
Ｃ
ｏ
”
ｏ
庁
）
に
よ
っ
て
ベ
ル
リ
ソ
に
送
ら
れ
た
が
、
ベ
ル
リ
ソ
か
ら
届
い
た
の
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

論
に
も
と
づ
い
て
、
教
育
と
労
働
の
結
合
が
好
ま
し
い
と
い
う
返
事
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
旅
行
報
告
は
、
工
場
児
童
の
状
態
に
つ
い
て
の
最
初
の
官
庁
記
録
と
し
て
注
目
に
値
い
す
る
の
で
あ
る
が
、
地
域
的
に
一
地

方
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
か
っ
就
学
義
務
と
の
矛
盾
の
局
面
の
み
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
工
場
児
童
保
護
の
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

法
過
程
と
の
関
連
で
は
、
　
「
児
童
の
工
場
労
働
に
つ
い
て
の
第
二
の
官
庁
記
録
」
で
あ
る
ハ
ル
デ
ソ
ベ
ル
ク
の
回
状
の
方
が
ヨ
リ
重

要
で
あ
る
。

　
回
状
発
布
の
動
機
は
、
大
陸
封
鎖
が
解
除
さ
れ
た
後
、
イ
ギ
リ
ス
の
商
品
が
大
量
に
ド
イ
ツ
に
流
入
し
、
一
八
一
六
～
一
八
一
八

年
に
経
済
危
機
が
発
生
し
て
、
大
量
の
失
業
者
と
窮
乏
が
生
じ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
ハ
ル
デ
ソ
ベ
ル
ク
は
、
西
部
諾
州
を
視
察
旅
行

し
て
、
こ
の
実
態
を
っ
ぶ
さ
に
目
撃
し
、
対
策
の
必
要
を
痛
感
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
で
、
こ
の
回
状
は
、
当



時
の
プ
ロ
イ
セ
ソ
官
僚
に
と
り
伝
統
的
、
支
配
的
で
あ
っ
た
Ａ
・
ス
、
ミ
ス
の
自
由
主
義
の
立
場
を
保
持
し
つ
つ
、
Ｒ
・
オ
ー
エ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

（
穿
ぎ
ユ
○
薫
彗
）
の
影
響
を
受
げ
て
、
Ｊ
・
Ｇ
・
ホ
フ
マ
ソ
（
－
◎
罫
昌
○
◎
葦
Ｒ
藍
豪
申
§
目
■
）
に
ょ
り
起
草
さ
れ
、
工
業
の
欄
密
な

六
州
の
州
長
官
（
胃
馨
ぎ
二
目
卑
邑
葦
デ
豪
首
争
８
鼻
一
箏
雰
昌
Ｐ
＜
・
雲
一
婁
９
竃
晶
｛
¢
ぎ
牽
ヂ
≦
冒
ぎ
，
峯
日
邑
¢
■
Ｏ
・
Ｓ
｛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

０
０
◎
一
婁
－
－
弩
ぎ
鼻
巨
嚢
貝
Ｃ
・
ａ
募
冒
巨
。
・
雪
デ
Ｈ
お
婁
一
争
９
巨
穴
◎
巨
０
冨
）
に
宛
て
発
布
さ
れ
た
。
回
状
の
概
要
は
っ
ぎ
の
如
く
で

　
（
５
）

あ
る
。

　
ま
ず
、
間
題
が
提
起
さ
れ
る
。
　
「
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
工
業
国
が
現
在
陥
っ
て
い
る
大
き
な
困
惑
は
、
…
…
繁
栄
せ
る
国
の
文
化

と
福
祉
が
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
工
業
生
産
が
、
好
況
時
に
ー
お
い
て
も
貧
乏
で
あ
り
、
凶
作
事
た
は
販
売
不
振
に
さ
い
し
て
甚
だ
し
い

窮
乏
の
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
多
数
の
人
々
を
生
み
出
す
こ
と
を
総
じ
て
防
止
し
得
る
方
法
に
っ
い
て
、
真
険
な
調
査
を
必
要
と
し
て

い
る
」
。
つ
い
で
、
弊
害
の
生
じ
る
理
由
と
そ
の
具
体
的
内
容
が
述
べ
ら
れ
る
。
多
く
の
工
場
が
も
っ
て
い
る
長
所
は
、
　
「
安
価
で

良
質
な
品
物
を
生
産
す
る
こ
と
を
本
質
的
に
可
能
に
す
る
と
こ
ろ
の
非
常
に
単
調
な
仕
事
を
、
し
ん
ぽ
う
し
て
行
な
う
こ
と
」
に
労

働
者
が
「
早
く
か
ら
慣
ら
さ
れ
る
こ
と
（
茅
守
旨
¢
ｏ
・
署
撃
昌
轟
）
」
に
基
礎
を
も
っ
て
い
る
。
他
方
、
賃
銀
が
企
業
家
に
有
利
に

決
め
ら
れ
る
の
で
、
全
家
族
が
生
計
の
た
め
に
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
結
果
、
　
「
子
供
は
、
労
働
者
を
工
場
に
縛
り
っ
け
る
き

づ
た
」
と
な
り
、
八
歳
か
ら
工
場
で
働
ら
く
。
そ
し
て
、
生
活
様
式
が
単
調
な
た
め
、
早
婚
と
な
り
、
労
働
者
の
数
が
急
速
に
増
大

し
て
い
く
。
こ
こ
か
ら
工
場
の
長
所
と
裏
腹
に
弊
害
が
生
じ
て
く
る
。

　
第
一
の
弊
害
は
、
労
働
者
が
単
調
な
仕
事
に
，
「
早
く
か
ら
慣
ら
さ
れ
る
こ
と
」
に
よ
り
、
不
況
の
さ
い
に
他
の
職
業
に
移
る
能
力

を
失
っ
て
し
ま
う
点
に
あ
る
。
っ
ま
り
、
人
問
の
「
道
徳
的
な
自
由
」
が
失
わ
れ
る
。
　
「
人
は
自
分
で
選
択
す
る
以
前
に
、
工
場
労

働
者
へ
と
教
育
さ
れ
る
。
理
性
的
熟
慮
に
ょ
り
か
れ
の
将
来
が
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
時
が
や
っ
て
き
た
ぱ
あ
い
、
か
れ
ら
は
他

　
　
　
三
月
前
期
の
プ
ロ
ィ
セ
ソ
に
１
お
け
る
「
杜
会
問
題
」
的
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
（
一
七
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
（
一
八
○
）

の
生
活
様
式
に
移
る
気
持
を
す
で
に
ま
っ
た
く
失
っ
て
お
り
、
Ｌ
ば
し
ば
そ
の
能
力
す
ら
も
喪
失
し
て
い
る
」
。
こ
う
し
て
、
不
況

時
に
は
極
端
な
困
窮
に
陥
っ
て
い
き
、
犯
罪
へ
と
走
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
弊
害
は
、
一
っ
の
操
作
を
絶
え
問
た
く
反
復
す
る
こ
と

を
教
え
ら
れ
た
結
果
、
　
「
正
し
い
意
志
の
み
で
な
く
、
体
力
、
沈
着
、
天
侯
の
影
響
に
対
す
る
鍛
練
や
敏
捷
さ
を
、
異
常
た
状
況
に

順
応
さ
せ
る
こ
と
が
勝
利
を
決
定
す
る
」
と
こ
ろ
の
兵
役
に
従
事
す
る
こ
と
を
不
適
格
に
す
る
点
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
弊
害
を
指
摘
し
た
後
、
提
案
に
移
る
。
　
「
年
少
者
に
自
由
を
保
障
し
、
早
く
よ
り
悪
習
に
染
ま
る
こ
と
（
く
ｇ
ま
ぎ
－

旨
。
・
）
か
ら
守
り
得
る
明
白
な
手
段
は
」
、
就
学
義
務
と
丘
ハ
役
義
務
で
あ
る
。
工
場
生
産
の
進
歩
が
立
法
者
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ユ
タ
ー
ツ
ピ
ユ
ル
ガ
ー

た
ら
な
い
が
、
　
「
工
場
労
働
者
の
た
め
の
教
育
が
国
　
　
民
と
人
問
の
た
め
の
教
育
を
犠
牲
に
し
て
行
た
わ
れ
る
ぽ
あ
い
に
は
」
、

限
界
が
設
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
州
長
官
は
、
そ
の
経
験
や
「
地
方
の
必
要
と
習
慣
に
っ
い
て
の
深
い
知
識
」
、
「
国
家
の
一
般
的

な
利
益
へ
の
見
透
し
」
に
も
と
づ
い
て
、
上
述
の
弊
害
を
除
去
し
、
　
「
工
場
自
身
の
周
知
の
長
所
を
一
般
的
な
国
家
目
的
と
ヨ
リ
良

く
一
致
さ
せ
る
」
提
案
を
提
出
し
て
欲
し
い
、
と
。

　
回
状
に
対
す
る
各
州
長
官
の
回
答
は
、
二
点
に
お
い
て
一
致
し
て
い
た
。
ｃ
ｏ
管
理
統
制
的
な
国
家
干
渉
の
拒
否
、
お
よ
び
ｏ
児
童

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

労
働
の
問
題
は
就
学
義
務
の
実
行
と
強
化
を
へ
て
解
決
さ
れ
得
る
と
の
立
場
。
こ
の
さ
い
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ

ソ
州
長
官
Ｖ
・
フ
ィ
ソ
ヶ
の
み
が
例
外
的
な
立
場
に
立
ち
、
営
業
の
自
由
の
変
更
を
要
求
し
て
、
職
業
資
格
の
原
理
の
再
導
入
と
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ル
ド
ヌ
ソ
ク

住
の
自
由
の
制
限
に
も
と
づ
く
「
ツ
ソ
フ
ト
観
　
定
」
の
復
活
に
ょ
り
、
営
業
の
過
剰
に
ょ
る
危
機
と
過
剰
人
口
の
問
題
を
解
決
す

る
手
段
を
提
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
報
告
は
、
後
段
で
考
察
す
る
一
八
四
五
年
と
一
八
四
九
年
の
営
業
令
の
参
考
資
料
に
さ
れ

　
　
　
　
　
（
７
）

た
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ハ
ル
デ
ソ
ベ
ル
ク
の
回
状
は
、
Ａ
・
グ
ラ
ー
デ
ソ
に
よ
れ
ば
「
改
革
構
想
と
杜
会
経
済
的
現
実
と
の
問
の
矛
盾
」
、



　
　
　
　
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
ラ
ソ
ト
レ
ヒ
ト

つ
ま
り
二
　
般
国
法
の
法
規
定
に
根
拠
を
も
つ
就
学
義
務
と
一
八
一
三
～
一
八
一
四
年
の
防
衛
改
革
の
た
め
の
諸
法
律
に
お
い

て
言
明
さ
れ
た
兵
役
義
務
へ
の
依
拠
」
と
、
　
「
経
済
的
自
由
主
義
の
原
理
を
保
持
す
る
こ
と
に
１
よ
っ
て
、
発
生
し
っ
っ
あ
る
工
業
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

済
の
潜
在
労
働
力
を
も
っ
と
も
良
く
利
用
し
た
い
と
い
う
要
求
」
と
の
問
の
矛
盾
、
Ｗ
・
ヶ
ル
マ
ソ
に
ょ
れ
ぱ
「
最
初
の
国
家
と
杜

　
　
　
　
　
　
（
９
）

会
の
問
の
割
れ
目
」
を
立
法
措
置
に
よ
ら
な
い
で
解
消
す
る
方
法
の
提
案
を
、
工
業
欄
密
な
州
の
長
官
に
命
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

こ
の
回
状
は
実
効
を
も
た
ら
し
は
し
な
か
っ
た
が
、
　
「
労
働
者
保
護
政
策
と
し
て
の
杜
会
政
策
の
最
初
の
出
発
点
」
と
し
て
の
意
義

を
も
っ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
と
同
時
に
、
こ
の
回
状
は
、
児
童
保
護
の
立
法
過
程
で
生
じ
た
基
本
的
な
問
題
点
を
す
で
に
適
格
に
指
摘
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
Ｈ
・
Ｗ
・
エ
ル
ド
ブ
ユ
ッ
ガ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
　
「
プ
ロ
ィ
セ
ソ
政
府
は
児
童
労
働
の
厄
介
な
問
題
点
を
知
っ
て
い
た
の

で
あ
り
、
（
す
ぐ
っ
ぎ
に
－
考
察
す
る
ー
引
用
者
）
Ｇ
・
Ｋ
・
ア
ソ
ト
ン
が
『
プ
ロ
イ
セ
ソ
エ
場
立
法
史
』
に
お
い
て
言
っ
て
い
る
・
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
１
）

『
偶
然
』
に
よ
っ
て
一
八
二
三
年
に
初
め
て
知
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
。
し
か
し
、
　
ハ
ル
デ
ソ
ベ
ル
ク
の
回
状
と
一
八
二
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

年
以
降
の
展
開
と
の
問
に
は
直
接
的
な
関
連
は
な
く
、
こ
の
点
か
ら
す
る
と
児
童
保
護
問
題
が
新
た
な
展
開
を
遂
げ
る
契
機
と
な
っ

た
の
は
一
八
二
三
年
の
「
偶
然
」
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
こ
で
、
後
段
に
お
げ
る
一
八
四
五
年
の
営
業
令
の
考
察
と
の
関

連
で
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ソ
州
長
官
Ｖ
・
７
．
イ
ソ
ヶ
の
回
答
に
い
ま
一
度
注
意
を
促
が
し
、
っ
ぎ
の
考
察
に
す
す
み
た
い
と
思

う
。

（
１
）
　
■
．
ト
｛
◎
－
り
｝
ｏ
〇
一
～
．
申
〇
一
一
い
◎
．

（
２
）
向
竃
二
昌
．

（
３
）
　
自
．
奉
－
向
Ｈ
｛
げ
Ｈ
口
ｏ
ｑ
ｏ
ｑ
胃
一
申
声
Ｏ
ニ
ト
ｃ
ｏ
卜
内
一
ｈ
易
ｏ
－
¢
ｏ
ぎ
ｏ
ｏ
３
９
■
■
｛
Ｏ
易
９
Ｈ
ｏ
ｏ
ｏ
｝
ｐ
津
巨
勺
５
■
籟
ｏ
Ｐ
Ｈ
０
切
～
Ｈ
畠
一

　
三
月
前
期
の
プ
ロ
ィ
セ
ソ
に
お
げ
る
「
杜
会
問
題
」
四
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
（
一
八
一
）

オ
一
内
呂
－
昌
ｐ
目
ｐ



（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
二
号
）

一
ハ
四
（
一
八
一
一
）

９
¢
ぎ
康
轟
Ｏ
ま
二
試
誉
Ｏ
｝
竃
０
。
◎
註
宮
豪
斤
し
鼻
内
．
穴
易
邑
８
ぎ
零
¢
島
彗
暑
一
。
。
Ｏ
｝
竃
内
き
曇
旨
｛
零
き
巨
一
◎
早
竃
卜

■
．
ト
｛
◎
一
り
｝
ｏ
ｏ
．
凹
．
四
．
〇
一
一
Ｎ
Ｈ
．
幸
．
０
５
｛
ｏ
Ｐ
　
四
．
Ｐ
〇
一
一
Ｈ
Ｎ
０
．

　
　
旨
お
ｇ
内
ｇ
ミ
易
軍
艮
¢
○
ｏ
。
。
ｏ
巨
ｏ
葦
¢
｛
胃
■
晶
¢
亭
『
ぎ
げ
筆
胃
旨
耳
宗
昌
嚢
貝
ｐ
豪
昌
鼻
団
｛
．
・
。
一
｝
胃
宗
ま
ｏ
烏
。
。

ｑ
昌
罫
潟
夢
胃
昌
０
９
鷺
宗
『
内
－
己
胃
巨
ｑ
彗
司
き
鼻
彗
旨
｛
竃
ま
８
Ｕ
◎
ぎ
昌
彗
試
凹
易
宗
Ｈ
厚
掌
。
・
８
０
崖
Ｏ
睾
Ｏ
ｑ
９

■
晶
¢
宗
『
キ
ぎ
－
雪
ぎ
『
竃
の
胴
晶
Ｏ
げ
彗
＜
８
雪
亭
豪
署
９
Ｈ
一
お
昌
宍
暮
ミ
易
昇
鶉
一
書
一
｝
事
◎
崖
昌
彗
Ｐ
霊
『
冒
Ｈ
８
◎
一

Ｎ
ｏ
〇
一
声
．
０
５
｛
¢
Ｐ
　
串
四
．
〇
一
．
Ｈ
ド

　
　
ハ
ル
デ
ソ
ベ
ル
ク
の
回
状
の
全
文
は
、
く
ｏ
ｑ
－
．
甲
雰
君
９
串
串
Ｏ
二
さ
～
冒
．
Ｈ
．
穴
暮
ミ
易
罫
具
ｏ
○
¢
。
・
ｏ
巨
ｏ
罧
¢
｛
胃
■
晶
¢

｛
異
声
ま
ｏ
ま
■
｝
ｐ
ｏ
。
一
轟
～
撃
　
た
お
、
こ
の
回
状
が
ド
イ
ツ
の
歴
史
研
究
の
素
材
と
た
っ
た
の
は
、
一
九
五
八
年
以
降
の
こ
と
で

あ
り
、
Ｒ
・
ホ
ヅ
ペ
の
功
績
で
あ
る
（
■
声
３
号
茅
一
凹
・
串
Ｏ
二
串
）
。
回
状
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
く
。
ｑ
一
・
－
穴
９
ミ
易
昇
○
易
ｏ
｝
｛
－

ｏ
｝
↓
ｏ
｛
ｏ
『
Ｈ
（
－
■
｛
ｏ
『
”
『
ず
ｏ
津
一
　
Ｈ
◎
ｏ
ｏ
～
］
１
◎
｝
一
　
｝
一
事
．
向
Ｈ
｛
ず
『
口
ｏ
ｑ
ｏ
ｑ
¢
■
　
｝
一
串
〇
一
．
　
ト
ｏ
ｏ
ト
～
ト
ｏ
ｏ
ｏ
．
内
一
内
◎
ｏ
ｏ
ｏ
－
ｏ
ｏ
ぎ
　
Ｏ
ｏ
叶
凹
凹
片
■
■
｛
○
¢
ｏ
ｏ
¢
自
吻
ｏ
｝
ｐ
饒

巨
卑
９
寄
員
・
。
竃
～
。
。
秦
尋
．
内
警
昌
凹
旨
畠
¢
ト
臣
ぎ
鷺
｛
９
。
・
け
§
昌
Ｏ
｝
彗
Ｃ
Ｏ
◎
註
甘
◎
曇
ぎ
肯
Ｎ
～
仁
鼻
甲
穴
８
昌
Ｏ
鼻

軍
Ｏ
ら
９
睾
ぎ
｝
彗
雰
｛
冒
昌
旨
｛
雰
き
Ｈ
婁
◎
Ｐ
０
違
～
竃
岬
．
Ｈ
．
内
；
貞
易
昇
皇
¢
○
Ｏ
。
。
Ｏ
巨
Ｏ
ま
¢
ま
『
９
需
宗
Ｈ
苧
ず
等
９

団
｛
．
Ｈ
Ｐ
　
ｏ
岬
～
ｏ
ｏ
．
－
．
声
ｑ
◎
与
｝
ｏ
〇
一
四
．
串
Ｏ
．
一
Ｎ
Ｈ
～
Ｎ
ド
　
声
一
〇
厨
｛
¢
Ｐ
　
串
凹
．
Ｏ
．
一
Ｈ
Ｎ
～
Ｈ
卜

　
　
各
州
長
官
の
回
答
の
全
文
は
、
く
。
ｑ
Ｆ
－
穴
９
貞
易
匡
　
一
）
庁
Ｏ
・
ｏ
。
・
ｏ
巨
ｏ
軍
ｏ
ま
『
■
晶
ｏ
宇
『
キ
げ
争
９
吋
Ｐ
ｏ
。
一
ミ
～
Ｈ
◎
・
。
．
　
一
八

一
八
年
六
月
二
八
目
の
ケ
ル
ソ
の
州
長
官
の
回
答
と
一
八
一
九
年
六
月
一
目
の
ベ
ル
リ
ソ
の
州
長
官
の
所
見
の
全
文
は
、
く
箪
甲
≧
け

｝
易
胴
．
一
四
ら
．
Ｏ
二
旨
Ｈ
～
ミ
・
。
．
回
答
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
く
ｏ
ｑ
－
．
－
内
冒
ミ
易
罫
０
９
ｏ
｝
庁
ま
ｏ
｛
胃
竃
邑
胃
胃
訂
岸
一
Ｈ
０
蜆
～
Ｈ
Ｈ
ｍ
・

事
．
穴
◎
－
昌
彗
Ｐ
冒
¢
声
目
敏
潟
Ｏ
｛
胃
。
・
↓
§
巨
争
彗
Ｃ
０
◎
弐
喜
◎
奉
一
ぎ
昌
・
。
．
－
ｈ
暮
ミ
易
罫
具
¢
Ｏ
易
Ｏ
巨
Ｏ
ま
¢
｛
胃
５
需
｛
９

声
Ｈ
ず
ｏ
岸
ｏ
■
　
吋
Ｐ
Ｈ
Ｐ
　
ｏ
ｏ
～
べ
◎
一
－
．
声
ｑ
◎
－
ｏ
｝
ｏ
〇
一
四
．
串
Ｏ
．
一
Ｎ
０
０
．
声
一
〇
庁
｛
¢
Ｐ
　
串
串
Ｏ
二
　
Ｈ
卜

　
　
射
．
穴
易
昌
８
〆
Ｃ
Ｏ
冨
９
旨
Ｐ
○
¢
。
・
邑
。
・
Ｏ
ぎ
津
ぎ
串
竃
需
員
Ｈ
ミ
．
事
．
穴
昌
昌
彗
冒
良
Ｏ
声
邑
ぎ
。
・
¢
｛
９
。
。
け
§
巨
亭
彗
０
０
◎
ま
－
・

ｏ
◎
－
弐
ぎ
　
ト
Ｈ
ｏ
ｏ
．
肉
．
内
◎
ｏ
ｏ
¢
－
¢
ｏ
〆
　
勺
『
¢
■
－
¢
■
Ｎ
ミ
〆
ｏ
｝
ｏ
■
内
ｏ
亭
『
昌
１
■
■
｛
内
ｏ
く
◎
－
■
饒
◎
Ｐ
　
０
Ｎ
岬
．
－
一
〇
サ
ｑ
ｏ
員
　
凹
一
凹
．
Ｏ
．
．
Ｈ
ト
　
な
お
、
　
Ｖ

・
フ
ィ
ソ
ケ
の
回
答
の
全
文
は
、
－
・
穴
９
ミ
易
罫
一
Ｕ
げ
○
易
Ｏ
｝
庁
軍
¢
宗
『
５
潟
｛
９
ト
ま
９
け
９
吋
ｑ
・
・
◎
一
８
～
岬
Ｏ
◎
・

　
　
ト
．
０
５
｛
ｏ
Ｐ
Ｐ
ｐ
．
〇
一
一
Ｈ
ｏ
ｏ
２
Ｈ
ト
　
ま
た
、
く
ｏ
ｑ
－
．
］
、
．
内
■
０
Ｎ
Ｋ
■
ｏ
ｏ
斤
一
　
〇
¢
ｏ
ｏ
｝
｝
ざ
げ
試
｛
ｏ
『
穴
｛
■
｛
¢
ｈ
四
ユ
Ｕ
ｏ
－
戸
　
］
ト
閉
．
事
．
内
ひ
－
昌
｝
■
貝
　
Ｕ
ぎ

声
邑
音
需
｛
胃
。
・
け
§
畠
Ｏ
亭
■
Ｃ
。
◎
き
盲
◎
曇
〆
昌
Ｎ
．
－
内
９
貞
易
昇
一
Ｕ
庁
Ｏ
・
易
Ｏ
巨
Ｏ
｝
試
宗
『
９
潟
宗
『
キ
訂
岸
胃
一
墨
．
峯
・
。
・
。
．



　
　
　
な
お
、
プ
ロ
セ
イ
ソ
一
般
国
法
の
学
枚
に
関
す
る
条
項
に
っ
い
て
は
、
く
０
ｑ
－
鶉
ま
胃
鼻
９
＄
９
Ｐ
亮
－
一
彗
Ｎ
膏
｛
彗
試
９
彗
０
０
０
プ
ー

　
　
巨
。
・
易
ｏ
巨
ｏ
岸
¢
。
。
¢
岸
Ｈ
・
。
ｏ
◎
一
〇
・
ひ
ま
お
９
岩
芦
胃
～
澤
就
学
義
務
に
関
す
る
条
項
は
、
一
般
国
法
第
二
部
、
第
一
二
項
、
四
三
、
四

　
　
四
、
四
六
条
で
あ
り
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
観
定
さ
れ
て
い
る
。
四
三
条
「
子
供
の
た
め
に
家
庭
で
必
要
な
教
育
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い

　
　
か
、
行
な
お
う
と
し
な
い
住
民
は
、
五
歳
に
達
し
て
以
後
、
子
供
を
学
校
へ
送
る
義
務
が
あ
る
」
。
四
四
条
「
当
局
と
宗
教
学
校
の
校
長
の

　
　
許
可
が
あ
る
ぱ
あ
い
に
の
み
、
子
供
は
、
し
ぱ
ら
く
の
間
、
学
校
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
か
、
ま
た
は
子
供
の
教
育
が
、
障
害
が
生
じ
た
た

　
　
め
に
」
ば
ら
く
の
間
、
中
止
さ
れ
得
る
」
。
四
六
条
「
学
校
教
育
は
、
司
牧
者
の
鑑
定
に
し
た
が
っ
て
、
子
供
が
、
か
れ
の
身
分
に
相
応

　
　
し
い
理
性
を
も
っ
た
人
間
に
ー
必
要
な
知
識
を
獲
得
す
る
ま
で
、
っ
づ
げ
ら
れ
ね
ぱ
た
ら
ぬ
」
（
９
穴
』
昌
ｏ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
○
・
一
。
。
Ｎ
・
○
・
Ｏ
・
－
易
９

　
　
申
ｐ
○
．
一
撃
キ
９
邑
彗
一
～
．
ｐ
○
二
冨
ｏ
．
な
お
、
こ
の
観
定
は
、
一
八
二
五
年
五
月
一
四
目
の
閣
令
に
よ
り
、
一
般
国
法
の
適
用
し

　
　
て
い
な
か
っ
た
諸
州
に
も
適
用
さ
れ
た
。
ミ
．
宍
警
昌
彗
Ｐ
９
¢
声
箏
駐
お
¢
Ｏ
睾
。
。
け
§
昌
｝
彗
０
０
◎
Ｎ
邑
り
◎
尋
戸
ト
崖
）
。
ま
た
兵
役
義
務

　
　
の
法
的
根
拠
は
、
一
八
二
二
年
二
月
の
国
土
防
衛
法
（
畠
ｏ
■
彗
｛
ミ
ｏ
～
◎
ま
昌
お
き
昌
票
げ
昌
胃
Ｈ
ｏ
．
Ｈ
ｏ
。
）
と
一
八
一
四
年
九
月
三
日
の

　
　
一
般
兵
役
義
務
に
関
す
る
法
律
（
ｑ
轟
Ｏ
・
霧
９
Ｎ
夢
９
昌
ｏ
昌
。
・
ｏ
昌
９
冒
峯
旨
轟
壱
雲
ｏ
軍
く
◎
昌
。
◎
・
Ｃ
ｏ
昌
試
昌
ず
胃
Ｈ
ｏ
。
崖
）
に
よ
り
与
え

　
　
ら
れ
た
（
戸
９
邑
¢
Ｐ
串
Ｐ
○
二
お
Ｏ
・
　
た
お
、
く
竿
キ
↓
｝
■
Ｐ
団
９
旨
鈷
¢
昌
『
○
易
Ｏ
巨
Ｏ
葦
¢
Ｏ
胃
Ｏ
霧
９
繕
¢
一
昌
目
０
ｑ
■
目
｛
く
胃
－

　
　
事
筆
旨
讐
べ
・
。
．
旨
－
易
ｏ
彗
↓
。
。
ｏ
Ｆ
一
Ｕ
げ
室
ま
ｏ
§
ま
筆
目
ま
宇
８
雰
憲
昌
貝
旨
ぴ
ｑ
一
墨
ユ
｝
冒
－
９
寝
ポ
Ｈ
胃
ト
り
・
－
．
軍
警
實
一

　
　
串
申
○
二
。
。
◎
ｍ
．
事
．
嚢
－
昌
彗
員
一
Ｕ
げ
声
臣
岬
品
¢
宗
二
叶
墨
畠
Ｏ
｝
彗
０
。
◎
註
与
◎
曇
斤
昌
Ｎ
）
。

（
９
）
オ
．
嚢
－
§
量
９
¢
声
ま
叫
お
¢
宗
二
冨
筆
｝
９
・
。
◎
Ｎ
一
昌
ｏ
婁
斤
仁
鼻

（
１
０
）
　
キ
○
げ
｛
ｏ
Ｐ
　
Ｐ
甲
Ｏ
．
一
　
】
ー
ド

（
ｕ
）
　
｝
．
事
．
目
『
｛
げ
Ｈ
口
帽
ｏ
ｑ
ｏ
■
　
串
串
Ｏ
ニ
ト
ｏ
ｏ
ｏ
・

（
１
２
）
　
事
一
穴
◎
－
昌
ｐ
■
Ｐ
】
Ｕ
庁
声
箏
武
目
ｏ
ｑ
¢
｛
ｏ
『
ｏ
・
９
９
－
ｏ
｝
ｏ
■
ｏ
っ
◎
Ｎ
§
与
◎
－
一
饒
斤
偉
ｏ
ｏ
・
■
・
声
｛
◎
与
｝
ｏ
〇
一
ｐ
Ｐ
Ｏ
二
違
・
た
だ
し
、
Ａ
・
グ
ラ
ー

　
　
デ
ソ
は
、
「
児
童
労
働
の
問
題
は
、
管
轄
区
域
の
制
約
か
ら
文
都
省
に
ー
よ
り
採
り
上
げ
ら
れ
、
二
〇
年
代
に
お
げ
る
文
相
ア
ル
テ
ソ
シ
ュ

　
　
タ
イ
ソ
の
一
連
の
行
動
の
基
礎
に
な
っ
た
」
（
戸
９
＆
９
一
Ｐ
苧
Ｏ
．
一
崖
）
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
具
体
的
な
関
連
に
っ

　
　
い
て
は
何
も
示
し
て
い
な
い
。

）２（

一
八
二
四
年
か
ら
一
八
二
七
年
ま
で
の
文
相
ア
ル
テ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
と
就
学
義
務
を
め
ぐ
る
展
開

三
月
前
期
の
プ
ロ
ィ
セ
ソ
に
お
げ
る
「
杜
会
問
題
」
的
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
（
一
八
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
（
一
八
四
）

　
工
場
児
童
労
働
者
の
保
護
問
題
が
新
た
た
展
開
を
示
す
の
は
、
　
「
偶
然
が
、
一
八
二
三
年
に
児
童
労
働
の
弊
害
を
プ
ロ
ィ
セ
ソ
政

　
　
　
　
　
（
１
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ア
イ
ト
ウ
ソ
ク
ス
ベ
リ
ヒ
テ

府
に
知
ら
せ
た
」
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。
一
八
一
九
年
九
月
に
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
県
庁
は
、
　
官
　
　
　
報
に
お
い
て
ラ
イ

ソ
州
の
あ
る
市
長
と
工
場
主
と
が
共
同
の
費
用
で
設
立
し
た
工
場
学
校
を
賞
揚
し
て
、
そ
の
工
場
で
働
い
て
い
る
児
童
が
交
代
で
仕

事
を
休
み
、
宗
教
や
読
み
、
書
き
、
計
算
そ
の
他
の
授
業
を
受
げ
て
い
る
こ
と
を
報
じ
た
。
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
三

世
（
耳
げ
ま
｝
妻
冒
９
昌
目
）
は
、
こ
れ
を
模
範
と
す
べ
き
先
例
に
な
る
と
考
え
て
、
一
八
一
八
年
一
一
月
七
日
の
閣
令
で
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ム
ツ
ブ
ラ
ツ
ト

エ
場
主
に
満
足
の
意
を
伝
え
る
よ
う
に
県
に
指
令
を
発
し
た
。
県
は
こ
の
指
令
に
し
た
が
い
、
閣
令
を
官
　
報
に
載
せ
て
公
表
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

後
に
、
な
お
詳
し
い
報
告
を
希
望
し
て
い
た
文
相
ア
ル
テ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
に
こ
の
こ
と
を
報
告
し
た
。

　
一
八
一
九
年
に
、
あ
る
事
件
の
調
査
か
ら
私
立
学
校
の
教
師
に
不
利
で
あ
っ
た
事
情
が
明
る
み
に
出
た
た
め
、
ハ
ル
デ
ソ
ベ
ル
ク

は
文
相
に
私
立
学
校
と
そ
の
校
長
お
よ
び
教
師
の
明
細
書
を
送
る
よ
う
に
。
求
め
た
。
こ
の
求
め
に
応
じ
て
、
文
相
が
各
県
か
ら
送
ら

せ
た
報
告
の
た
か
で
、
一
八
二
〇
年
一
二
月
二
日
付
げ
の
デ
ュ
ヅ
セ
ル
ド
ル
フ
県
の
報
告
が
、
上
述
の
工
場
学
校
に
っ
い
て
圭
言
及

し
て
い
た
。
文
相
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
改
た
め
て
こ
の
学
校
の
こ
と
を
想
い
出
し
、
一
八
二
一
年
二
月
五
目
に
学
校
の
設
立
事
情
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

組
織
や
設
備
、
要
す
る
に
工
場
児
童
に
対
す
る
工
場
主
の
配
慮
が
他
の
模
範
と
な
る
点
に
っ
い
て
の
報
告
を
求
め
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
指
令
は
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
県
庁
に
と
っ
て
甚
だ
都
合
の
悪
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
閣
令
を
官
報

に
載
せ
た
直
後
、
県
庁
に
対
し
て
、
か
の
紡
績
工
場
に
お
い
て
は
多
く
の
児
童
が
一
一
時
間
に
も
及
ぶ
夜
問
労
働
に
従
事
さ
せ
ら
れ

て
い
る
と
の
、
投
書
に
よ
る
告
発
が
寄
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
正
式
調
査
の
結
果
、
官
報
で
の
賞
揚
は
表
面
的
な
観
察
に
も
と
づ

く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
困
惑
し
た
県
庁
は
、
地
方
官
庁
と
教
会
を
伸
介
者
と
し
て
、
工
場
主
に
児
童
の
取
り
扱
か
い

の
改
善
を
求
め
た
が
、
結
実
し
な
か
っ
た
。
県
庁
は
、
繰
り
返
し
緊
急
の
警
告
を
発
し
た
後
、
仕
方
な
く
一
八
二
一
二
年
二
月
二
一
日



に
初
め
て
暫
定
的
報
告
を
文
相
に
送
っ
た
。
暫
定
的
と
い
う
の
は
、
県
庁
自
ら
の
調
査
に
も
と
づ
か
な
い
で
、
地
方
官
庁
や
教
会
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

第
三
者
が
伝
え
て
き
た
報
告
に
。
も
と
づ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
報
告
に
よ
る
と
、
か
の
工
場
主
の
二
っ
の
紡
績
工
場
で
は
、
六
歳
の
児
童
が
昼
夜
労
働
に
従
事
し
て
い
て
、
一
方
の
工
場
で

は
昼
問
九
六
名
、
夜
間
六
五
名
の
児
童
が
働
い
て
お
り
、
他
方
で
は
九
五
名
と
八
○
名
が
働
い
て
い
た
。
労
働
時
問
は
、
昼
問
労
働

が
夏
期
に
は
朝
七
時
か
ら
夜
八
時
ま
で
、
冬
期
に
は
八
時
か
レ
九
時
ま
で
で
あ
り
、
夜
間
労
働
は
、
昼
間
労
働
が
終
っ
て
か
ら
翌
朝

に
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
時
問
で
あ
っ
た
。
日
給
は
、
小
さ
い
子
供
が
二
銀
グ
ロ
ッ
シ
ェ
ソ
、
大
き
い
子
が
三
銀
グ
ロ
ッ
シ
ェ
ソ
で
あ

り
、
教
育
は
、
昼
問
労
働
者
に
対
し
て
は
、
五
ク
ラ
ス
に
分
け
て
毎
日
一
時
問
行
な
わ
れ
、
夜
問
労
働
者
に
。
は
、
仕
事
が
終
っ
た
後

に
全
員
を
一
緒
に
し
て
二
時
間
行
な
わ
れ
た
。
学
校
管
理
者
は
、
こ
の
結
果
児
童
の
風
紀
が
改
善
さ
れ
た
と
報
告
し
て
い
た
が
、
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

曜
、
祭
目
の
労
働
を
し
ぼ
し
ば
行
な
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
神
聖
を
汚
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
児
童
の
状
況
と
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
県
の
報
告
が
暫
定
的
で
あ
っ
た
点
と
が
文
相
の
怒
り
を
か
い
、
文
相
は
、
商
工
相

ピ
ュ
ー
ロ
ー
（
；
ま
奪
窒
ｈ
｝
彗
室
旨
｛
○
婁
９
豆
○
Ｓ
～
８
震
一
◎
ミ
）
と
共
同
し
て
「
未
成
年
児
童
の
無
責
任
な
虐
待
」
に
対

す
る
県
の
態
度
を
厳
し
く
非
難
し
、
事
態
の
調
査
と
一
四
歳
未
満
の
児
童
の
夜
問
労
働
を
即
座
に
禁
止
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
一
八

二
四
年
一
月
中
旬
に
届
い
た
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
県
の
最
終
報
告
は
、
本
質
的
に
は
暫
定
的
報
告
と
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
補
充
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

て
新
た
に
児
童
労
働
の
原
因
が
両
親
の
ユ
ゴ
イ
ズ
ム
と
貧
困
に
あ
る
点
を
指
摘
し
て
い
た
。

　
文
相
は
、
こ
の
報
告
を
読
ん
で
、
工
場
に
お
け
る
児
童
の
労
働
を
法
的
に
１
規
制
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
確
信
し
た
が
、
国
民

的
工
業
が
損
害
を
蒙
っ
て
は
な
ら
な
い
と
の
見
地
に
立
っ
商
相
と
対
立
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
商
相
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
工
場
法

を
調
べ
た
緒
果
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
八
一
九
年
法
（
墨
０
８
お
昌
一
〇
．
塞
）
に
よ
り
、
綿
紡
績
工
場
に
－
お
い
て
の
み
九
歳
未
満
の
児

　
　
　
　
三
月
前
期
の
プ
ロ
ィ
セ
ソ
に
お
げ
る
「
杜
会
間
題
」
四
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
（
一
八
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
（
一
八
六
）

童
の
雇
傭
禁
止
、
一
六
歳
未
満
の
児
童
の
夜
九
時
か
ら
朝
五
時
ま
で
の
就
業
禁
止
と
一
二
時
問
労
働
日
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、

イ
ギ
リ
ス
の
綿
紡
績
工
場
と
の
競
争
の
た
め
に
は
、
児
童
が
夜
間
労
働
を
す
る
必
要
は
な
い
と
の
結
論
に
達
し
た
。
そ
こ
で
両
相
は
、

協
調
し
て
プ
ロ
ィ
セ
ソ
の
工
業
の
欄
密
な
地
域
に
お
け
る
工
場
児
童
の
実
態
の
調
査
を
行
た
う
こ
と
に
な
り
、
既
述
の
よ
う
に
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

二
四
年
六
月
二
六
日
に
、
ア
ー
ヘ
ソ
等
一
〇
県
に
対
し
て
一
〇
の
質
間
を
内
容
と
す
る
回
状
指
令
を
発
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
回
状
指
令
に
対
す
る
各
県
の
報
告
の
内
容
は
、
第
一
四
、
ニ
ハ
表
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
工
場
児
童
の
状
態
を
改
善
す
る

た
め
に
提
案
を
せ
、
よ
、
と
の
要
求
に
対
し
て
は
、
、
・
・
ソ
デ
ソ
、
ブ
レ
ス
ラ
ウ
、
リ
ー
グ
ニ
ッ
ツ
の
諸
県
と
ベ
ル
リ
ソ
警
視
総
監
が
提

案
を
断
念
し
た
の
に
対
し
、
他
の
諾
県
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
法
的
干
渉
に
賛
成
の
意
見
を
述
べ
た
。
提
案
の
内
容
は
三
点
に
大
別

し
得
る
。
ｃ
Ｄ
衛
生
警
察
的
見
地
よ
り
す
る
、
地
方
庁
の
医
師
に
よ
る
工
場
の
不
意
打
ち
検
査
、
病
気
の
児
童
の
即
座
の
解
雇
と
、
病

気
の
原
因
が
工
場
に
あ
る
ば
あ
い
、
工
場
主
に
よ
る
療
養
中
の
扶
助
、
作
業
空
問
を
拡
大
し
、
天
井
を
高
め
、
空
気
を
浄
化
す
る
等

の
提
案
、
ｏ
教
育
と
風
紀
に
関
す
る
、
労
働
時
間
の
確
定
と
就
学
の
保
障
、
夜
間
学
校
の
廃
止
と
工
場
主
に
よ
る
工
場
近
辺
で
の
工

場
学
校
の
設
立
、
両
性
の
分
離
、
お
よ
び
学
校
と
警
察
に
よ
る
風
紀
の
監
視
等
の
提
案
、
倒
工
場
に
１
児
童
を
雇
傭
す
る
さ
い
の
認
可

条
件
と
労
働
時
問
に
関
す
る
、
（
県
に
ょ
り
具
体
的
な
提
案
内
容
は
異
次
っ
て
い
る
が
）
一
定
年
齢
以
下
の
児
童
の
雇
傭
禁
止
と
労
働
時
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

の
制
限
、
夜
間
労
働
や
日
曜
労
働
の
禁
止
等
の
提
案
。

　
各
県
か
ら
、
既
述
の
よ
う
た
報
告
と
提
案
を
受
げ
取
っ
た
文
相
は
、
既
存
の
就
学
義
務
に
っ
い
て
の
孤
立
し
た
規
定
の
み
で
は
弊

害
を
除
去
し
得
な
い
と
の
確
信
に
も
と
づ
い
て
、
ア
ル
ソ
ス
ベ
ル
ク
県
と
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
県
の
報
告
を
商
相
に
送
り
、
内
閣
に

問
題
解
決
の
た
め
の
措
置
を
提
案
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
。
一
八
一
七
年
に
新
設
さ
れ
た
商
業
省
は
、
こ
の
時
に
は
内
務
省
の
一
部

局
に
編
成
替
え
さ
れ
て
い
て
、
内
相
は
シ
ュ
ヅ
ク
マ
ソ
（
く
冒
ｃ
ｏ
ｏ
巨
鼻
§
旨
）
で
あ
っ
た
。
内
相
は
、
国
家
が
強
力
な
人
問
を
育
て



た
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
は
文
相
と
一
致
し
て
い
た
が
、
同
時
に
プ
ロ
ィ
セ
ソ
が
順
調
た
通
商
関
係
を
保
持
し
な
げ
れ
ば
た

ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。
当
時
、
ブ
ロ
イ
セ
ソ
は
、
原
料
輸
入
が
年
問
三
〇
〇
万
タ
ー
ラ
ー
増
大
し
て
い
た
の
に
対
し
、
製
品
輸
入

は
三
五
〇
万
タ
ー
ラ
ー
余
り
減
少
し
、
原
料
輸
出
が
三
〇
〇
万
余
り
、
製
品
輸
出
は
七
〇
〇
万
余
り
も
上
昇
し
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
、
内
相
が
、
大
工
業
を
成
長
さ
せ
て
こ
の
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
１
、
児
童
労
働
の
間
題
に
対
し
て
保
留
の
態
度
を
示
し
た
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

対
し
、
文
相
は
、
児
童
労
働
の
な
か
に
成
長
途
上
の
大
工
業
の
蔭
の
部
分
の
み
を
見
た
の
で
あ
っ
た
。

　
一
八
二
五
年
一
一
月
二
四
日
に
、
内
相
は
文
相
に
返
書
を
送
り
、
工
場
に
お
げ
る
児
童
の
労
働
か
ら
生
じ
る
弊
害
の
除
去
に
協
力

す
る
用
意
は
あ
る
が
、
決
定
は
、
ア
ー
ヘ
ソ
、
ヶ
ル
ソ
、
、
・
・
ソ
デ
ソ
、
ブ
レ
ス
ラ
ウ
、
リ
ー
グ
ニ
ッ
ツ
諾
県
の
報
告
を
検
討
し
た
後

に
行
な
い
た
い
と
述
べ
た
。
文
相
は
、
直
ち
に
要
求
さ
れ
た
報
告
に
さ
ら
に
二
三
の
も
の
を
付
げ
加
え
て
送
付
し
た
が
、
内
相
は
、

こ
の
度
も
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
一
八
一
九
年
法
が
さ
ら
に
第
二
の
法
律
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
調
査
を
、
イ
ギ
リ

ス
に
旅
行
す
る
あ
る
枢
密
上
級
財
務
顧
問
官
に
委
託
し
た
の
で
、
そ
の
結
果
が
出
る
ま
で
態
度
を
保
留
し
た
い
と
表
明
し
た
。
文
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

は
即
座
に
立
法
に
よ
っ
て
規
制
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
が
、
成
果
の
得
ら
れ
な
い
ま
ま
に
一
八
二
六
年
も
過
ぎ
て
行
っ
た
。

　
文
相
は
、
一
八
二
七
年
三
月
一
六
目
に
メ
ル
ゼ
ブ
ル
ク
県
か
ら
請
願
が
届
い
た
の
を
契
機
に
、
一
般
法
制
定
へ
の
内
相
の
協
力
は

期
待
し
得
な
い
と
判
断
し
、
文
相
の
権
限
に
お
い
て
、
一
八
二
七
年
四
月
二
七
目
に
全
県
庁
と
ベ
ル
リ
ソ
の
警
視
総
監
お
よ
び
学
校

の
全
教
師
に
対
し
回
状
指
令
（
Ｏ
薫
隻
ミ
邑
冨
旨
。
・
）
を
発
し
た
。
文
相
は
、
そ
の
序
文
で
、
諸
困
難
に
よ
り
一
般
法
を
告
知
し
得
な

い
こ
と
を
説
明
し
、
法
律
は
児
童
、
両
親
、
工
場
主
の
問
の
相
互
に
矛
盾
す
る
利
害
の
念
入
り
な
顧
慮
と
、
製
造
業
種
お
よ
び
個
々

の
工
場
内
で
の
工
程
問
の
差
異
の
注
意
深
い
配
慮
に
よ
っ
て
の
み
制
定
し
得
る
と
述
べ
た
後
、
一
般
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
、
就
学

に
っ
い
て
の
（
既
述
の
）
一
般
国
法
の
観
定
を
厳
格
に
適
用
し
て
、
無
責
任
な
両
親
と
利
已
的
な
工
場
主
に
対
処
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。

　
　
　
三
月
前
期
の
プ
ロ
イ
セ
ソ
に
お
げ
る
「
杜
会
問
題
」
．
因
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
（
一
八
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
（
一
八
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
）

し
か
し
、
こ
の
指
令
は
、
ほ
と
ん
ど
見
る
べ
き
成
果
を
挙
げ
得
な
か
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
工
場
児
童
の
保
護
の
問
題
は
、
一
八
二
四
年
か
ら
一
八
二
七
年
ま
で
、
文
相
ア
ル
テ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
と
就
学
義

務
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
結
果
は
、
Ｗ
・
ヶ
ル
マ
ソ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
　
「
ハ
ル
デ
ソ
ベ
ル
ク
と
同
様
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

ア
ル
テ
ソ
シ
ュ
タ
ィ
ソ
も
ま
た
、
い
ま
や
国
家
と
経
済
杜
会
の
矛
盾
を
恐
れ
て
、
退
却
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
」
。

　
　
（
１
）
９
内
．
声
鼻
◎
Ｐ
串
串
Ｏ
二
卜
「
偶
然
」
と
い
２
言
葉
は
一
八
九
一
年
に
出
版
さ
れ
た
Ｇ
・
Ｋ
・
ア
ソ
ト
ソ
の
書
物
に
先
立
っ
て
、
　
一

　
　
　
　
八
七
七
年
に
す
で
に
Ａ
・
ト
ゥ
ー
ソ
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
　
「
と
く
に
夜
問
労
働
と
結
び
付
い
た
児
童
労
働
の
弊
害
は
、
一
八
二

　
　
　
　
四
年
に
『
偶
然
』
文
部
部
門
の
議
題
に
た
っ
た
」
（
戸
↓
巨
Ｐ
雰
気
緒
Ｏ
Ｎ
冒
○
Ｏ
。
・
Ｏ
巨
Ｏ
葦
Ｏ
｛
胃
Ｏ
・
８
０
旨
鷺
げ
旨
０
ｑ
旨
｛
く
Ｒ
ミ
隼
－

　
　
　
　
昌
。
ｑ
二
◎
）
。
た
お
、
こ
こ
で
考
察
す
る
就
学
義
務
を
め
ぐ
る
展
開
と
、
っ
ぎ
に
考
察
す
る
兵
役
義
務
を
め
ぐ
る
展
開
に
っ
い
て
は
、
Ａ
・

　
　
　
　
ト
ゥ
ー
ソ
を
除
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
す
べ
て
Ｇ
・
Ｋ
・
ア
ソ
ト
ソ
に
依
拠
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
Ｇ
・
Ｋ
・
ア
ソ

　
　
　
　
ト
ソ
の
業
績
を
要
約
す
る
彩
で
叙
述
を
す
す
め
、
就
学
義
務
を
め
ぐ
る
展
開
に
っ
い
て
述
べ
て
い
る
研
究
を
一
括
し
て
示
し
て
お
き
た
い

　
　
　
　
と
思
う
。
声
．
弓
｝
■
Ｐ
吋
ｏ
葦
緒
ｏ
Ｎ
旨
○
ｏ
。
。
ｏ
巨
ｏ
軍
ｏ
｛
實
Ｏ
窃
９
繕
｝
■
箏
ｏ
ｑ
自
己
く
９
ミ
等
■
潟
一
８
～
腎
．
９
内
．
声
鼻
◎
Ｐ
串
串
Ｏ
二

　
　
　
　
〇
〇
～
◎
◎
Ｈ
一
－
Ｕ
ｏ
■
誌
ｏ
Ｆ
　
Ｐ
中
Ｏ
ニ
　
ト
～
Ｈ
◎
．
■
．
『
『
¢
－
ｏ
■
　
中
Ｐ
Ｏ
．
一
〇
〇
◎
Ｎ
～
◎
ｏ
ｏ
◎
◎
．
　
｝
一
ミ
一
向
Ｈ
ｐ
げ
Ｈ
饒
囚
ｏ
ｑ
ｏ
■
　
申
～
一
〇
二
　
仁
◎
◎
ｏ
～
ト
ｏ
ｏ
べ
一
　
４
く
．

　
　
　
　
Ｈ
（
ｏ
旨
Ｂ
Ｉ
凹
箏
Ｐ
　
　
Ｕ
－
ｏ
　
ト
■
｛
岬
■
ｏ
ｑ
¢
　
｛
ｏ
『
　
ｏ
〇
一
凹
～
巨
－
ｏ
｝
ｏ
■
　
Ｃ
０
◎
｝
巴
Ｏ
◎
－
津
斤
　
仁
］
１
◎
◎
～
仁
Ｈ
ト
一
　
■
一
声
｛
◎
－
り
｝
ｏ
〇
一
　
串
四
．
Ｏ
．
一
　
Ｎ
ト
～
Ｎ
０
．
　
声
．
Ｏ
－
四
〇
¢
貝

　
　
　
　
Ｐ
曾
Ｏ
．
．
Ｈ
ト
～
Ｈ
閉
．

　
　
（
２
）
　
９
内
・
声
ま
◎
員
串
串
Ｏ
二
ト
な
お
、
ア
ル
テ
ソ
ツ
ユ
タ
イ
ソ
の
簡
単
た
伝
記
は
、
く
ｏ
ｑ
－
■
・
声
ま
与
茅
一
Ｐ
串
Ｏ
二
Ｎ
卜

　
　
（
３
）
　
○
．
内
．
幸
暮
◎
Ｐ
～
．
串
Ｏ
ニ
ト
～
岬
．

　
　
（
４
）
向
区
二
閉
．

　
　
（
５
）
向
茎
．
一
岬
～
ｏ
．

　
’
（
６
）
要
汗
ｏ
～
べ
．

　
　
（
７
）
　
向
区
．
一
べ
～
ｏ
。
．
た
お
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
八
一
九
年
法
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
・
Ｌ
・
ハ
チ
ソ
ズ
、
Ａ
　
ハ
リ
ソ
ソ
、
前
掲
訳
書
、
二
三
～
二

四
ぺ
ー
ジ
を
参
照
せ
よ
。



　
（
８
）
９
穴
．
声
ま
ｏ
Ｐ
Ｐ
中
○
．
一
農
～
Ｎ
・
・
．
な
お
、
法
的
規
制
の
必
要
を
提
案
し
た
な
か
で
、
デ
ュ
ツ
セ
ル
ド
ル
フ
県
の
提
案
が
重
要
た
内

　
　
　
容
を
含
ん
で
い
た
。
そ
の
内
容
は
、
法
律
に
よ
る
六
歳
未
満
の
児
童
の
雇
傭
禁
止
、
重
要
た
工
業
地
域
に
お
げ
る
工
場
監
督
官
の
設
置
で

　
　
　
あ
っ
た
・
工
場
監
督
の
察
則
釦
は
、
市
長
、
市
会
議
員
一
名
、
学
校
の
管
理
者
ま
た
は
聖
職
者
一
名
、
治
安
判
事
ま
た
は
地
方
裁
判
官
一

　
　
　
名
・
商
業
身
分
の
代
表
二
名
、
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
任
務
は
、
工
場
主
と
労
働
者
と
の
問
の
関
係
、
と
く
に
就
学
、
労
働
時
間
、
過

　
　
　
労
・
風
紀
に
つ
い
て
の
児
童
へ
の
配
慮
、
に
あ
っ
た
一
睾
白
≠
窒
§
ｐ
冒
・
声
目
武
一
・
・
。
｛
。
、
。
。
一
、
。
艘
。
プ
、
目
・
。
。
、
一
、
盲
。
一
鼻

　
　
　
ト
崖
．
－
．
声
｛
◎
与
｝
ｏ
〇
一
ｐ
串
○
二
心
ｏ
）
。

　
　
（
９
）
　
○
．
穴
．
声
暮
◎
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
二
　
轟
～
ｏ
ｏ
○
・

　
　
（
１
０
）
里
戸
。
。
ｏ
～
。
。
Ｈ
．

　
　
（
ｕ
）
　
向
げ
汗
ｃ
．
Ｈ
～
。
・
Ｎ
．
た
お
、
回
状
指
令
の
全
文
に
つ
い
て
は
、
く
・
ｑ
－
向
匡
・
・
畠
・
。
ｚ
ミ
◎
・

　
　
一
ｕ
一
奉
．
窒
竃
量
睾
ぎ
武
箏
胴
二
婁
§
婁
彗
・
り
・
江
・
冨
鼻
葦
隻
、
Ａ
．
グ
ラ
ー
デ
ソ
圭
た
っ
ぎ
の
よ
乏
述
べ

　
　
　
　
て
い
る
。
　
「
ハ
ル
デ
ソ
ベ
ル
ク
と
同
様
に
、
文
相
ア
ル
テ
ソ
シ
ユ
タ
ィ
ソ
も
ま
た
、
国
家
と
明
白
に
刻
印
さ
れ
た
経
済
杜
会
と
の
間
の
公

　
　
　
然
の
矛
盾
を
回
避
し
た
」
（
声
・
Ｏ
冒
宗
Ｐ
申
Ｐ
○
二
富
）
。

　
ゆ
　
一
八
二
八
年
か
ら
一
八
三
二
年
ま
で
の
ホ
ル
ソ
中
将
と
兵
役
義
務
を
め
ぐ
る
展
開

　
児
童
保
護
を
め
ぐ
る
新
ら
し
い
展
開
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ツ
ヒ
・
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
が
ホ
ル
ソ
中
将
の
国
土
防
衛
業
務
報
告

（
－
彗
寒
｝
お
霧
ｏ
５
豪
げ
賢
一
〇
呂
を
読
ん
で
、
一
八
二
八
年
五
月
一
二
目
に
ア
ル
テ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
と
シ
ュ
ヅ
ク
マ
ソ
に
命
令
（
Ｏ
、
｛
、
、
）

を
下
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。
ホ
ル
ソ
中
将
は
、
こ
の
報
告
に
お
い
て
、
工
場
地
帯
に
お
い
て
は
工
場
労
働
者
の
身
体
が
虚

弱
で
あ
る
た
め
・
軍
隊
の
補
充
の
た
め
の
出
兵
分
担
兵
員
を
も
は
や
供
給
し
得
た
い
状
況
に
あ
る
と
報
告
し
、
そ
の
な
か
で
と
く
に

児
童
の
夜
問
労
働
の
弊
害
に
言
及
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
国
王
は
文
相
と
内
相
に
そ
の
対
策
を
吟
味
し
て
報
告
す
る
こ

　
　
　
　
（
１
）

と
を
命
じ
た
。

　
文
相
は
・
工
場
の
弊
害
が
軍
事
行
政
の
観
点
か
ら
国
王
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
こ
と
を
非
常
に
喜
び
、
シ
ュ
ツ
ク
マ
ソ
と
共
同

　
　
　
　
三
月
前
期
の
プ
ロ
ィ
セ
ソ
に
お
げ
る
「
杜
会
間
題
」
四
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
（
一
八
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
．
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
（
一
九
〇
）

で
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
国
王
へ
の
報
告
に
対
し
て
、
一
八
二
四
年
の
報
告
を
基
礎
に
し
た
包
括
的
な
意
見
表
明
を
作
成
し
、

一
八
二
八
年
七
月
四
日
に
シ
ュ
ツ
ク
マ
ン
に
送
付
し
た
。
こ
の
な
か
で
文
相
は
、
全
王
国
の
児
童
の
工
場
労
働
に
対
し
て
、
同
一
の

規
定
を
適
用
す
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
一
般
法
の
考
え
を
変
更
し
て
、
各
州
の
事
情
が
異
っ
て
い
る
の
で
、
デ
ュ
ツ
セ
ル
ド
ル
フ
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

庁
の
提
案
に
し
た
が
い
、
地
方
特
別
委
員
会
（
一
◎
ぎ
－
０
０
・
潟
Ｏ
邑
ぎ
昌
昌
オ
。
。
一
昌
彗
）
を
設
置
す
る
方
が
好
ま
し
い
と
述
べ
た
。

　
一
八
二
九
年
一
月
ニ
ハ
日
の
こ
れ
に
対
す
る
シ
ュ
ツ
ク
マ
ソ
の
回
答
は
そ
っ
げ
な
い
も
の
で
あ
ワ
た
。
か
れ
は
、
　
「
有
効
な
目
的

遂
行
の
仕
方
に
っ
い
て
」
議
論
す
る
こ
と
が
「
間
題
で
は
な
く
」
、
王
に
議
論
す
る
こ
と
を
願
い
出
て
、
王
の
期
待
に
応
え
る
法
律

を
審
議
し
て
起
草
し
た
後
、
内
閣
に
よ
っ
て
法
案
を
提
出
で
き
れ
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
と
答
え
る
と
と
も
に
、
児
童
の
健
康
の
破

壊
が
学
校
の
過
度
の
要
求
、
と
く
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
や
ラ
テ
ソ
語
の
、
家
庭
に
お
げ
る
学
習
の
要
求
か
ら
も
生
じ
て
い
る
こ
と
を

　
　
　
（
３
）

指
摘
し
た
。

　
　
１
文
相
は
当
時
病
気
で
あ
っ
た
た
め
、
一
八
二
九
年
一
〇
月
二
八
日
に
初
め
て
シ
ュ
ツ
ク
マ
ソ
の
意
見
に
賛
成
す
る
こ
と
を
表
明
し
、

王
に
必
要
な
提
案
を
す
る
よ
う
に
か
れ
に
依
頼
し
た
。
文
相
は
、
ギ
ュ
ム
ナ
ー
ジ
ゥ
ム
の
弊
害
に
っ
い
て
、
シ
ュ
ッ
ク
マ
ソ
が
多
数

の
証
拠
書
類
を
提
示
す
れ
ぼ
顧
慮
に
値
い
す
る
と
考
え
た
が
、
一
八
二
八
年
五
月
一
二
日
の
閣
令
が
義
務
づ
け
た
の
は
付
随
的
な
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

題
を
除
外
し
て
、
主
要
目
的
の
み
を
追
及
す
る
こ
と
で
あ
る
と
の
見
解
に
到
達
し
て
い
た
。

　
内
相
は
、
国
王
へ
の
報
告
書
を
一
八
三
二
年
に
初
め
て
文
相
に
手
渡
し
、
署
名
を
求
め
た
。
Ｇ
・
Ｋ
・
ア
ソ
ト
ソ
は
、
一
八
二
九

年
以
来
空
白
の
期
問
が
生
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
た
し
か
に
内
相
が
七
月
革
命
や
コ
レ
ラ
の
流
行
、
締
結
ま
じ
か
の
関
税
同
盟
会
議

等
に
関
心
を
奪
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
一
八
ゴ
ニ
年
の
中
頃
以
降
、
ト
ラ
ツ
ク
シ
ス
テ
ム
が
労
働
者
に
与
え
る
弊
害
を
積
極
的
に

代
弁
し
、
そ
れ
に
対
す
る
提
案
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
、
空
白
が
生
じ
た
理
由
が
不
明
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
文
相
は
、
一
八



二
八
年
の
閣
令
以
降
成
果
な
く
四
年
問
が
過
ぎ
去
っ
た
の
で
、
い
ま
や
法
律
の
草
案
を
作
成
す
る
許
可
を
国
王
か
ら
得
る
た
め
の
報

告
書
を
作
成
す
る
こ
と
は
不
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
内
相
か
ら
手
渡
さ
れ
た
国
王
へ
の
報
告
書
を
一
八
三
二
年
七
月
二
六
目
付
げ
で

内
相
に
返
送
し
、
た
だ
ち
に
法
律
を
作
成
し
て
国
王
の
決
定
を
仰
ぐ
の
が
適
切
で
あ
る
と
の
意
見
を
表
明
す
る
と
と
も
に
、
審
議
さ

る
べ
き
諸
点
を
詳
細
に
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
に
文
相
は
一
般
法
に
よ
っ
て
児
童
を
保
護
す
る
と
い
う
考
え
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
見
解
は
、
一
八
二
八
年
七
月
四
目
に
内
相
に
宛
て
た
文
相
の
意
見
表
明
で
述
べ
た
、
一
般
法
に
よ
ら
な
い
児
童
保
護
の
考
え
や
、

そ
の
考
え
に
も
と
づ
い
て
そ
の
後
ベ
ル
リ
ソ
で
実
施
さ
れ
た
工
場
児
童
に
対
す
る
就
学
義
務
の
遂
行
の
事
例
と
に
矛
盾
す
る
も
の
で

　
　
（
５
）

あ
っ
た
。

　
シ
ュ
ッ
ク
マ
ソ
は
、
文
相
の
提
案
し
た
審
議
さ
る
べ
き
諸
点
の
う
ち
、
二
、
三
の
点
に
っ
い
て
変
更
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
た
が
、
こ
の
点
を
除
げ
ぼ
文
相
と
同
じ
く
、
一
八
二
八
年
の
閣
令
か
ら
長
い
期
問
を
経
て
い
る
の
で
、
法
律
の
提
案
に
た
だ
ち
に

踏
み
切
る
の
が
好
ま
し
い
と
考
え
た
。
当
時
七
七
歳
で
あ
っ
た
内
相
は
、
な
お
一
年
問
在
職
し
た
が
、
こ
れ
が
か
れ
の
最
後
の
仕
事

に
た
っ
た
。
か
れ
の
注
意
は
一
八
三
三
年
に
彩
成
さ
れ
る
関
税
同
盟
に
注
が
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
へ
の
主
導
権
は
文
相

が
握
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
か
れ
は
肝
心
な
時
に
壌
踏
し
た
。
と
い
う
の
は
、
一
八
三
二
年
九
月
に
ベ
ル
リ
ソ
で
初
め
て
コ
レ
ラ

が
発
生
し
、
保
険
局
長
（
Ｏ
訂
｛
宗
『
く
＆
巨
量
亭
２
腎
｛
９
）
で
も
あ
っ
た
文
相
が
対
策
に
忙
殺
さ
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
一
八
三
三
年

に
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
新
し
い
工
場
法
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
作
用
を
み
た
う
え
で
ド
イ
ツ
の
法
律
を
検
討
し
た
い
と
い
う
文
相
の
希

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

望
が
重
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
八
二
八
年
に
始
ま
る
兵
役
義
務
を
め
ぐ
る
展
開
は
成
果
を
生
ま
な
い
ま
ま
一
八

三
五
年
以
降
の
新
し
い
局
面
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
一
八
二
八
年
に
ホ
ル
ソ
中
将
の
国
土
防
衛
業
務
報
告
に
端
を
発
し
た
工
場
児
童
保
護
を
め
ぐ
る
新
し
い
展
開
は
、
以
上
の
よ
う
な

　
　
　
三
月
前
期
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
げ
る
「
杜
会
問
題
」
鱒
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
（
一
九
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
（
一
九
二
）

経
過
を
辿
っ
た
の
で
あ
る
が
、
　
一
八
三
九
年
の
児
童
保
護
観
定
が
成
立
す
る
に
当
っ
て
、
こ
の
兵
役
義
務
を
め
ぐ
る
展
開
が
果
し

た
役
割
に
っ
い
て
、
こ
れ
を
成
立
の
決
定
的
要
因
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
、
重
要
た
役
割
を
果
さ
た
か
っ
た
と
す
る
見
解
と
が
対

立
し
て
い
る
。
Ｊ
・
ク
チ
ソ
ス
キ
ー
は
、
一
八
三
九
年
二
月
五
目
の
閣
議
の
議
事
録
（
甲
◎
ざ
ぎ
－
；
胃
ｃ
っ
ぎ
冒
。
・
ｏ
ｏ
。
。
ｏ
っ
３
註
ま
ま
試
．

Ｈ
巨
婁
く
◎
冒
岬
．
票
げ
昌
胃
Ｈ
◎
・
。
・
ｏ
）
が
軍
事
的
理
由
か
ら
児
童
保
護
の
必
要
を
述
べ
て
い
る
点
、
お
よ
び
一
八
三
九
年
の
児
童
保
護
観

定
の
提
案
理
由
を
説
明
し
た
国
王
へ
の
内
閣
の
書
簡
が
ホ
ル
ソ
中
将
の
報
告
か
ら
書
き
始
め
て
い
る
点
を
あ
げ
、
「
再
び
軍
事
的
視
点

が
中
心
に
な
っ
て
い
る
！
　
一
八
三
九
年
四
月
六
日
に
い
ま
や
、
政
府
と
国
王
と
に
よ
っ
て
ま
ず
第
一
に
弾
丸
の
え
じ
き
の
保
護
の

た
め
に
、
プ
ロ
イ
セ
ソ
に
お
げ
る
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
一
般
に
お
げ
る
児
童
労
働
の
制
限
の
た
め
の
最
初
の
法
律
が
発
布
さ
れ
た
」
と

　
　
　
　
（
７
）

述
べ
て
い
る
。
戦
前
の
業
績
に
属
す
る
が
、
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
ー
ソ
ム
ロ
も
、
ド
ィ
ツ
最
初
の
労
働
者
保
護
立
法
の
成
立
契
機
を
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

二
八
年
の
ホ
ル
ソ
中
将
の
報
告
に
求
め
て
い
る
。
Ｆ
・
Ｊ
・
ゲ
メ
ル
ト
も
、
　
「
プ
ロ
ィ
セ
ソ
は
軍
隊
に
危
険
を
及
ぼ
す
の
を
み
て
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

っ
た
時
に
初
め
て
『
年
少
労
働
者
の
雇
傭
に
っ
い
て
の
観
定
』
（
一
八
三
九
年
）
を
発
布
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ち
た
み
に
、
明
治

四
四
年
（
一
九
一
一
年
）
三
月
二
〇
日
に
成
立
し
た
わ
が
国
の
工
場
法
の
審
議
過
程
に
お
い
て
、
桑
田
熊
蔵
博
士
は
帝
国
議
会
で
プ
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

イ
セ
ソ
の
工
場
法
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
、
兵
力
の
質
的
低
下
を
防
ぐ
と
い
う
軍
事
的
考
慮
か
ら
成
立
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
東
ド
イ
ツ
や
戦
前
の
研
究
に
み
ら
れ
る
、
児
童
保
護
規
定
の
成
立
に
当
っ
て
の
軍
事
的
契
機
の
強
調
に
対
し
て
、
戦
後

西
ド
ィ
ッ
の
研
究
の
な
か
で
、
こ
の
契
機
は
小
さ
な
役
割
し
か
果
さ
た
か
っ
た
と
す
る
見
解
が
み
ら
れ
る
。
Ｌ
・
プ
レ
ラ
ー
は
、

「
ド
イ
ツ
杜
会
政
策
の
生
誕
に
さ
い
し
て
教
師
が
名
親
の
役
を
し
た
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
く
れ
男
（
票
匡
毒
ぎ
一
）
が
し
た
の
で
は
な

（
１
１
）い

」
と
述
べ
て
、
教
師
に
１
よ
る
就
学
義
務
実
施
の
努
力
に
成
立
の
契
機
を
求
め
て
い
る
。
Ｗ
・
ケ
ル
マ
ソ
も
、
　
「
防
衛
カ
ヘ
の
国
家

の
要
求
も
ま
た
強
力
な
要
求
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
何
は
さ
て
お
き
明
白
で
あ
る
」
と
し
て
、
っ
ぎ
に
考
察
す
る
第
五
回
ラ
ィ
ソ
州



・
議
会
に
お
げ
る
Ｊ
・
シ
ュ
ハ
ル
ト
（
Ｈ
◎
罫
昌
・
・
ｏ
巨
２
邑
）
に
ょ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
隣
人
愛
か
ら
発
し
た
博
愛
的
見
地
か
ら
す
る
児
童

保
護
提
案
を
重
視
し
て
い
聖
・
・
ア
ド
ル
フ
ス
も
、
Ｊ
・
ク
チ
ソ
ス
キ
ー
の
見
解
と
異
な
り
、
二
八
二
八
年
の
命
令
は
持
続
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

る
作
用
を
も
た
な
か
っ
た
」
と
主
張
し
て
い
る
。

　
　
以
上
の
よ
う
に
児
童
保
護
規
定
の
成
立
に
１
さ
い
し
て
、
ホ
ル
ソ
中
将
の
報
告
の
果
し
た
役
割
に
つ
い
て
見
解
が
対
立
し
て
い
る
の

　
で
あ
る
が
・
兵
役
義
務
の
問
題
か
ら
の
み
欧
立
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
せ
よ
、
Ｊ
．
ク
チ
ソ
ス
キ
ー
の
あ
げ
て
い
る
論
拠

と
・
っ
ぎ
に
述
べ
る
第
五
回
ラ
ィ
ソ
州
議
会
に
１
お
け
る
児
童
保
護
の
規
定
の
成
立
事
情
と
か
ら
、
こ
の
契
機
が
重
要
な
役
割
を
果
し

　
た
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
（
１
）
　
９
５
声
算
◎
Ｐ
Ｐ
申
○
二
〇
。
～
～
。
。
。
・
．
Ｇ
・
Ｋ
・
ア
ソ
ト
ソ
以
外
の
研
究
で
兵
役
義
務
を
め
ぐ
る
展
開
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所
は

　
　
　
　
　
っ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
－
Ｕ
９
蒜
ｏ
ド
Ｐ
串
Ｏ
二
Ｈ
ｏ
．
■
岸
¢
Ｈ
Ｈ
９
申
Ｐ
Ｏ
・
・
ｏ
。
畠
～
ｏ
ｏ
ｏ
ｍ
・
甲
オ
・
向
、
争
、
饒
・
ｑ
・
ｑ
、
、
・
申
Ｐ
Ｏ
二
お
ｏ
～

　
　
　
　
　
§
．
オ
．
窒
一
§
；
冒
。
ぎ
｛
貫
二
・
二
茎
季
・
二
・
・
暮
・
毒
〆
婁
・
■
・
ぎ
・
一
冨
。
。
・
葦
○
・
し
ア
睾
声
・
９
誉
箏
・

　
　
　
　
　
ｐ
申
○
二
　
Ｈ
蜆
一

　
　
　
　
　
　
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
．
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
の
命
令
は
っ
ぎ
の
如
く
で
あ
っ
た
。
　
「
ホ
ル
ソ
中
将
は
、
か
れ
の
国
土
防
衛
業
務
報
告
に
お

　
　
　
　
　
い
て
・
工
場
地
帯
が
軍
隊
の
補
充
の
た
め
の
出
丘
ハ
分
担
丘
ハ
員
を
完
全
に
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
た
い
の
で
、
農
業
を
営
ん
で
い
る
諸
郡
に

　
　
　
　
　
よ
り
分
担
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
さ
い
に
工
場
企
業
家
に
よ
っ
て
児
童
が
大
量
に
・
夜
間
の
労
働
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
弊

　
　
　
　
　
害
に
と
く
に
言
及
し
て
い
る
。
わ
た
し
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
弱
い
年
少
者
の
肉
体
的
た
養
成
が
抑
止
さ
れ
る
だ
け
に
た
お
さ
ら
、

　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
た
取
り
扱
い
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
工
場
地
帯
に
お
い
て
将
来
の
世
代
が
、
現
代
の
世
代
よ
り
も
な
お
虚
弱
で
発
育
不

　
　
　
　
　
全
に
た
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
恐
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
わ
た
し
は
、
い
か
次
る
方
策
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
が
強

　
　
　
　
　
力
に
妨
げ
ら
れ
得
る
の
か
に
っ
い
て
、
詳
し
く
吟
味
し
て
わ
た
し
に
報
告
す
る
こ
と
を
二
人
に
指
令
す
る
」
（
ｐ
声
声
目
一
。
一
・
中
２
０
．
・

　
　
　
　
　
ｏ
．
Ｎ
２
ｏ
。
。
。
）
。

　
　
　
　
　
　
た
お
・
Ｇ
．
Ｋ
一
ア
ソ
ト
ソ
は
義
務
教
育
を
め
ぐ
る
展
開
と
兵
役
義
務
を
め
ぐ
る
展
開
と
を
章
を
分
げ
て
叙
述
し
て
は
い
な
い
。
立
法

　
　
　
　
　
三
月
前
期
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
「
杜
会
問
題
」
陶
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
七
五
（
一
九
三
）



（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
二
号
）

七
六
（
一
九
四
）

過
程
を
五
段
階
に
分
げ
た
の
は
筆
者
の
便
宜
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
Ｏ
．
内
一
声
■
一
◎
員
　
Ｐ
串
Ｏ
．
．
◎
ｏ
ｏ
ｏ
．

　
向
げ
ｅ
・
。
・
。
～
・
。
ト
シ
ュ
ッ
ク
マ
ソ
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
学
校
の
過
度
の
要
求
、
と
く
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
や
ラ
テ
ソ
語

の
、
家
庭
で
の
勉
強
に
対
す
る
要
求
に
ょ
る
健
康
の
破
壌
に
っ
い
て
、
苦
情
が
一
般
的
に
拡
ま
っ
て
い
て
、
目
増
し
に
」
げ
く
た
っ
て
お

り
、
こ
の
よ
う
に
教
育
さ
れ
た
非
常
に
虚
弱
で
発
育
不
全
の
世
代
は
、
工
場
労
働
の
結
果
で
あ
る
虚
弱
で
発
育
不
全
の
世
代
と
同
じ
高
い

度
合
い
に
お
い
て
、
陛
下
の
注
意
を
受
け
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
増
大
す
る
文
化
が
総
じ
て
自
然
に
即
し
て
野
外
で
適
度
た
運
動
を
Ｌ
て

目
を
送
る
幸
福
を
享
受
す
る
者
の
数
を
減
少
さ
せ
れ
ぱ
さ
せ
る
ほ
ど
、
軍
隊
が
総
じ
て
強
力
な
男
性
を
あ
て
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
く
な

り
、
そ
し
て
工
場
は
、
一
都
で
は
少
な
く
と
も
、
い
わ
ゆ
る
教
養
層
よ
り
も
強
力
な
人
問
を
供
給
す
る
と
こ
ろ
の
仕
事
を
提
供
す
る
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
工
場
労
働
者
に
の
み
死
刑
を
言
い
渡
す
こ
と
は
で
き
ず
、
児
童
の
野
外
で
の
運
動
と
野
外
で
の
体
力
の
訓
練
を
妨

げ
、
そ
れ
ら
を
副
次
的
た
事
柄
に
す
る
す
べ
て
の
事
柄
に
対
し
て
、
工
場
労
働
者
は
逆
に
す
ぐ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
向
げ
３
ｏ
。
ト
）
。

　
向
げ
ｑ
二
〇
◎
杜
～
ｏ
ｏ
閉
一

　
向
げ
早
ｏ
。
閉
・
文
相
が
一
般
法
を
発
布
し
た
い
で
、
工
場
児
童
の
道
徳
心
に
対
し
て
十
分
な
配
慮
を
た
し
得
る
と
考
え
て
、
ベ
ル
リ
ソ
の

工
場
児
童
に
対
し
て
実
施
し
た
就
学
義
務
の
遂
行
の
事
例
は
、
Ｇ
・
Ｋ
・
ア
ソ
ト
ソ
に
し
た
が
う
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
複
雑
な
経
過
を
辿

っ
て
い
る
。

　
ベ
ル
リ
ソ
の
宗
教
会
議
と
州
の
教
員
（
雰
昌
篶
Ｈ
ｈ
◎
易
葬
Ｒ
巨
昌
■
己
～
◎
書
竃
－
註
｝
巨
ぎ
一
－
晶
ぎ
昌
）
が
法
的
に
干
渉
す
る
こ
と
た

し
に
通
学
の
保
障
を
な
し
得
る
と
提
案
し
た
こ
と
を
基
礎
に
、
文
相
と
内
閣
は
共
同
で
も
っ
て
ベ
ル
リ
ソ
警
視
庁
に
対
し
、
一
八
二
七
年

四
月
二
七
目
の
文
相
指
令
１
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
一
八
二
八
年
二
一
月
一
五
目
附
げ
で
っ
ぎ
の
命
令
を
発
し
た
。
す
た
わ
ち
、
警
官
は
、

ベ
ル
リ
ソ
の
す
べ
て
の
工
場
、
製
造
所
お
よ
び
同
じ
よ
う
た
工
業
施
設
を
と
き
ど
き
、
少
く
と
も
四
半
期
に
一
度
は
検
査
ｔ
、
違
反
を
見

つ
げ
た
ぱ
あ
い
に
は
警
視
総
監
に
屈
げ
出
な
げ
れ
ぱ
な
ら
た
い
、
と
。
警
視
庁
は
、
こ
の
指
令
に
し
た
が
っ
て
、
一
八
二
九
年
九
月
二
八

目
に
教
員
に
対
し
、
警
視
庁
が
検
査
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
、
お
よ
び
屈
い
て
い
る
報
告
の
多
く
に
よ
る
と
、
工
場
労
働
に
よ
り
児
童
の
通

学
が
で
き
た
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
を
通
知
し
た
（
向
げ
早
ｏ
ｏ
蜆
～
ｏ
ｏ
ｏ
）
。

　
し
か
し
、
こ
の
一
見
喜
ば
し
い
事
実
は
教
員
の
主
張
と
一
致
し
な
か
っ
た
。
警
視
庁
が
工
場
児
童
の
通
学
を
日
曜
学
校
に
限
定
し
て
い

た
の
に
対
し
、
教
員
が
、
既
存
の
目
曜
学
校
は
僅
か
の
例
外
を
除
き
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
不
完
全
で
あ
り
、
そ
の
教
育
で
は
不
十
分
で
あ
る



　
と
考
え
、
工
場
児
童
全
員
を
目
曜
学
校
に
通
わ
せ
る
こ
と
は
弊
害
を
生
む
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
文
相
も
同
じ
意
見
を
も
っ
て
い
て
、

　
　
一
八
二
八
年
七
月
一
二
目
の
指
令
で
っ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
　
「
児
童
の
宗
教
心
が
、
教
会
に
関
係
の
な
い
法
律
の
不
履
行
を
正
式

　
　
に
命
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
根
底
的
に
破
壌
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
た
い
」
と
。
こ
れ
に
対
し
、
警
視
庁
は
、
工
場
児
童
の
教
育
を
目
曜
学

　
校
に
限
定
す
る
理
由
と
し
て
、
両
親
か
ら
子
供
の
家
計
補
助
を
奪
う
た
ら
ぱ
、
首
都
に
お
い
て
窮
乏
し
た
要
保
護
家
庭
が
増
大
す
る
こ
と

　
を
あ
げ
た
が
、
内
相
も
同
じ
見
解
で
あ
っ
た
。
内
相
は
、
こ
の
機
会
を
捉
え
て
、
目
曜
日
に
児
童
を
働
か
せ
た
工
場
主
に
対
し
て
有
罪
判

　
決
を
免
じ
た
警
察
の
判
断
を
支
持
し
、
児
童
か
ら
生
計
と
有
益
な
仕
事
の
源
泉
を
奪
う
こ
と
の
た
い
よ
う
に
慎
重
に
取
り
扱
う
必
要
が
あ

　
　
る
と
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
（
向
巨
二
〇
。
ｏ
）
。

　
　
　
こ
う
し
た
事
態
の
な
か
で
、
教
員
は
文
相
に
請
願
書
を
提
出
す
る
以
外
に
方
法
は
た
い
と
判
断
し
、
一
八
三
〇
年
一
月
四
日
に
報
告
を

　
作
成
し
た
。
そ
し
て
、
警
視
庁
の
お
そ
れ
る
要
保
護
家
庭
の
子
供
を
、
日
曜
目
に
限
定
し
な
い
補
修
学
校
（
オ
曽
事
邑
守
。
。
ｏ
プ
巨
¢
）
に
通
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ル
ツ
ペ
ヘ
ル
デ

　
　
せ
て
、
必
要
な
教
育
の
不
足
か
ら
生
じ
る
道
徳
的
放
任
に
対
処
す
る
と
と
も
に
、
補
修
学
校
を
地
方
官
庁
の
監
視
下
に
お
き
、
そ
の
費
用

　
　
を
微
ス
ト
脈
が
調
達
し
、
慈
善
学
校
（
茸
昌
ｏ
易
ｏ
巨
Ｈ
¢
）
に
近
い
も
の
に
す
る
と
の
提
案
を
行
な
っ
た
。
一
年
後
に
、
こ
の
提
案
へ
の
返
答

　
が
た
い
ま
ま
に
、
事
態
は
改
善
の
方
向
に
動
き
始
め
た
。
一
八
三
〇
年
に
昼
問
学
校
（
弓
嵩
轟
。
・
ｏ
巨
一
。
）
人
通
学
で
き
た
い
児
童
の
た
め
に
、

　
　
ニ
ク
ラ
ス
を
も
つ
七
つ
の
補
修
学
校
が
設
立
さ
れ
、
大
部
分
の
工
場
児
童
が
通
学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
学
校
の
授
業
は
日
曜
日
に

　
　
限
定
さ
れ
な
か
っ
た
（
向
茎
．
一
〇
。
ｏ
～
ｏ
。
べ
）
。

　
　
　
文
相
は
、
教
員
の
報
告
を
内
務
お
よ
び
警
察
大
臣
ブ
レ
ソ
（
く
一
箏
亥
９
｛
易
Ｈ
旨
０
；
旨
ｑ
｛
胃
勺
Ｏ
尋
Ｏ
－
く
９
卑
¢
昌
）
に
送
っ
た
。

　
　
一
八
三
〇
年
に
警
察
業
務
を
含
む
限
り
で
の
内
務
は
、
シ
ュ
ヅ
ク
マ
ソ
か
ら
ブ
レ
ソ
に
委
譲
さ
れ
た
。
ブ
レ
ソ
は
、
一
八
三
一
年
六
月
七

　
　
目
の
返
信
で
、
文
相
と
同
じ
く
、
一
般
法
の
制
定
を
待
た
な
い
で
工
場
児
童
の
教
育
を
改
善
す
る
と
い
う
教
員
の
提
案
は
合
理
的
で
あ
る

　
。
と
述
べ
た
（
向
区
二
ｃ
◎
べ
）
。

　
　
　
し
か
し
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
八
三
二
年
七
月
二
六
目
に
ツ
ユ
ヅ
ク
マ
ソ
の
国
王
へ
の
報
告
を
返
送
し
た
文
相
は
、
す
で
に
法

　
　
的
干
渉
は
余
分
で
あ
る
と
の
意
見
と
同
じ
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
向
茎
二
・
。
ｏ
。
）
。

（
６
）
穿
３
。
。
・
。
～
。
。
ｏ
・

（
７
一
－
冒
§
易
貫
暴
○
馨
巨
・
豪
翁
碁
二
９
ぎ
茎
・
・
，
異
峯
胃
～
§
た
お
く
・
・
ゲ
｛
、
、
８
９
。
○
。
。
。
。
巨
。
軍
、
｛
。
、

　
　
９
。
・
¢
｛
胃
キ
至
討
二
目
鶉
募
・
巨
弩
｛
く
ｇ
Ｈ
嚢
げ
一
。
・
冒
ま
○
晶
彗
§
鼻
雰
己
Ｈ
も
、
。
。
試
、
宗
貫
ミ
・
。
ｏ
募
轟
べ
◎
ら
、
、
－
目

　
　
三
月
前
期
の
プ
ロ
ィ
セ
ソ
に
お
け
る
「
杜
会
問
題
」
閥
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
（
一
九
五
）



（
８
）

立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
二
号
）

七
八
（
一
九
六
）

曇
ト
旨
り
・
宗
『
８
９
¢
○
易
Ｏ
巨
Ｏ
ま
０
９
９
潟
｛
９
キ
ぎ
一
雪
旨
雪
Ｏ
彗
内
菅
邑
涼
昌
易
一
弓
邑
戸
９
¢
○
馨
巨
９
一
二
９

５
鷺
｛
胃
キ
ぎ
ま
二
■
０
９
け
。
・
Ｏ
巨
§
｛
く
冒
ミ
・
。
Ｏ
げ
オ
豊
Ｈ
○
晶
彗
考
胃
“
一
）
胃
。
・
至
一
冒
。
ｑ
ｑ
胃
■
晶
Ｏ
宗
『
声
き
等
胃
ぎ
０
９
一
－

。
。
ｏ
巨
彗
｛
く
８
ミ
ｃ
◎
り
げ
オ
Ｈ
ｏ
。
ト
〇
一
団
彗
｛
ピ
団
胃
－
巨
岩
腎
一
ｃ
．
Ｈ
ｏ
◎
・
Ｊ
・
ク
チ
ソ
ス
キ
ー
は
、
こ
の
主
張
を
、
　
Ｇ
・
Ｋ
・
ア
ソ
ト
ソ
の

利
用
し
て
い
な
い
、
メ
ル
ゼ
ブ
ル
ク
の
ド
イ
ツ
中
央
文
書
館
か
ら
か
れ
が
発
見
し
た
新
資
料
に
拠
っ
て
行
な
っ
て
い
る
。
一
八
三
九
年
二

月
五
目
の
閣
議
の
議
事
録
に
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
「
本
目
の
閣
議
に
お
い
て
、
こ
の
前
の
ラ
ィ
ソ
州
議
会
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
『
年
少
工
場
労
働
者
の
早
期
の
過
度
の
雇
傭
に
対
す

る
』
法
的
撹
制
が
報
告
さ
れ
た
。

　
こ
の
報
告
の
動
機
に
っ
い
て
専
門
分
野
担
当
官
に
よ
っ
て
っ
ぎ
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
。

　
ラ
ィ
ソ
州
の
人
工
欄
密
な
工
場
地
帯
に
お
い
て
、
す
で
に
多
年
に
わ
た
り
工
場
労
働
者
の
身
体
の
退
化
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
一
八
二

八
年
に
す
で
に
、
徴
兵
に
さ
い
し
て
工
場
労
働
者
の
極
端
な
人
数
が
虚
弱
な
た
め
に
徴
兵
延
期
に
さ
れ
ざ
る
を
得
ず
、
工
場
地
帯
か
ら
出

兵
分
担
兵
員
が
完
全
に
は
調
達
で
き
ず
、
農
村
地
域
か
ら
補
充
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
当
時
す
で
に
国
王

陛
下
は
、
当
該
の
省
に
対
し
て
こ
の
注
目
す
べ
き
現
象
の
根
拠
を
堀
り
下
げ
、
こ
れ
を
解
消
す
る
方
策
を
提
案
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。

　
こ
れ
に
１
対
す
る
地
方
官
庁
の
一
致
し
た
見
解
に
し
た
が
う
と
、
原
因
は
主
と
し
て
、
肉
体
的
発
達
の
最
初
の
段
階
で
す
で
に
多
数
の
児

童
が
工
場
に
お
い
て
骨
の
折
れ
る
長
時
問
の
労
働
に
従
事
さ
せ
ら
れ
、
こ
の
労
働
が
子
供
の
力
に
対
し
て
甚
だ
し
く
不
調
和
で
あ
る
と
い

う
事
情
に
あ
っ
た
」
（
－
・
穴
膏
ミ
易
昇
９
¢
Ｏ
・
易
Ｏ
｝
ざ
軍
¢
｛
胃
－
晶
Ｏ
宗
『
キ
げ
叉
一
９
吋
Ｐ
尋
胃
）
。

　
ま
た
、
一
八
三
九
年
の
児
童
保
護
規
定
の
提
案
理
由
を
説
明
し
た
国
王
へ
の
内
閣
の
書
簡
は
っ
ぎ
の
よ
う
た
書
き
出
し
に
な
っ
て
い
た
。

　
「
国
王
陛
下
が
、
一
八
二
八
年
五
月
二
一
目
の
陛
下
の
内
閣
の
命
令
に
お
い
て
、
国
務
大
臣
男
爵
ｙ
・
ア
ル
テ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
と
Ｖ
・

シ
ュ
ヅ
ク
マ
ソ
に
対
し
て
、
ホ
ル
ソ
中
将
の
報
告
に
し
た
が
う
と
工
場
地
帯
が
軍
隊
の
補
充
の
た
め
の
出
兵
分
担
丘
ハ
員
を
完
全
に
供
給
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
農
業
を
営
ん
で
い
る
諸
郡
に
よ
っ
て
一
部
分
担
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
畏
く
も
通
告
し
給
う
た
。
陛
下
は
こ

れ
に
添
え
て
、
こ
の
機
会
に
報
告
さ
れ
た
弊
害
、
す
な
わ
ち
工
場
企
業
家
に
よ
っ
て
児
童
す
ら
も
が
大
量
に
夜
間
労
働
に
使
用
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
弱
い
年
少
者
の
肉
体
の
養
成
が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
非
と
さ
れ
、
工
場
地
帯
に
お
い
て
、
将
来
の
世
代

が
、
現
在
の
世
代
が
す
で
に
お
か
れ
て
い
る
よ
り
も
な
お
ま
す
ま
す
虚
弱
で
不
具
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
ら
れ
た
」
（
向
げ
３
胃
～
竃
）
。

Ｏ
。
ま
・
、
・
。
・
邑
９
Ｕ
・
募
・
訂
・
。
富
邑
胴
馨
厨
争
旨
讐
○
馨
巨
・
｝
↓
一
事
・
？
冒
昌
鈷
彗
旨
｛
琴
彗
ぎ
毫
婁
一
・
訂
昌
謁
。
・
§
昇



　
　
－
¢
■
｝
お
ｏ
９
　
ベ
ベ
一

（
９
）
｝
．
－
．
○
§
暮
｝
Ｐ
Ｐ
○
・
一
Ｈ
Ｈ
Ｈ
・

（
１
０
）
桑
田
熊
蔵
博
士
は
、
明
治
四
四
年
三
月
二
〇
目
の
帝
国
議
会
に
お
い
て
っ
ぎ
の
よ
う
に
，
述
べ
て
い
る
。
「
此
議
場
で
外
国
の
例
を
申
す

　
　
の
は
、
如
何
に
も
借
越
と
考
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
独
逸
に
お
き
ま
し
て
、
工
場
法
の
制
定
は
プ
ロ
シ
ャ
が
始
ま
り
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
云

　
　
う
主
義
に
よ
っ
て
工
場
法
が
出
来
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
徴
丘
ハ
検
査
官
が
あ
る
工
場
地
に
参
り
ま
し
て
壮
丁
の
身
体
検
査
を
や
っ
た
と
こ

　
　
ろ
が
、
其
工
業
地
に
，
お
げ
る
壮
丁
に
如
何
に
も
不
合
格
者
が
多
か
っ
た
と
云
う
事
実
を
発
見
し
た
。
そ
こ
で
検
査
官
が
政
府
に
意
見
を
陳

　
　
述
い
た
し
ま
し
て
、
是
は
ど
う
し
て
も
工
場
法
を
以
て
此
の
工
業
に
お
げ
る
労
働
者
を
保
護
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
斯
う
云
う
論
か
ら

　
　
し
て
工
場
法
が
出
来
ま
し
た
」
と
（
風
早
八
十
二
『
目
本
杜
会
政
策
史
』
（
上
）
、
青
木
文
庫
、
一
九
五
一
年
、
三
五
～
三
六
、
一
五
八
～

　
　
一
五
九
ぺ
－
ジ
）
。

　
　
　
ま
た
、
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
年
）
九
月
に
『
独
逸
二
於
ケ
ル
杜
会
政
策
調
査
報
告
書
』
を
桂
太
郎
首
相
に
提
出
し
た
大
蔵
次
官

　
　
法
学
博
士
、
水
町
袈
裟
六
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
即
チ
千
八
百
十
年
代
二
於
テ
「
ラ
イ
ソ
」
地
方
ノ
エ
場
ニ
テ
数
千
人
ノ
幼

　
　
者
ハ
エ
場
二
使
役
セ
ラ
レ
中
ニ
ハ
実
二
満
四
歳
二
過
キ
サ
ル
モ
ノ
ス
ラ
ア
リ
ニ
「
グ
ロ
シ
ェ
ソ
」
（
我
六
銭
）
ノ
目
給
ヲ
得
テ
一
目
十
時

　
　
問
乃
至
十
四
時
間
ノ
労
働
二
従
事
セ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
夜
業
二
就
キ
タ
ル
コ
ト
モ
亦
少
カ
ラ
ス
之
レ
カ
為
メ
労
働
者
ハ
著
シ
ク
ソ
ノ
健
康
ヲ

　
　
損
シ
腺
病
肺
症
喘
息
皮
疹
等
ノ
疾
病
二
罹
レ
ル
モ
ノ
目
ヲ
追
フ
テ
多
キ
ヲ
告
ク
是
二
於
テ
千
八
百
二
十
八
年
同
地
方
二
駐
屯
シ
タ
ル
陸
軍

　
　
中
将
く
◎
目
｝
◎
；
ハ
時
ノ
普
国
々
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヅ
ヒ
ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
二
一
書
ヲ
呈
ツ
同
地
方
ノ
不
健
康
ナ
ル
到
底
軍
隊
ヲ
駐
在

　
　
セ
シ
ム
ル
ニ
適
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
切
言
セ
リ
此
結
果
千
八
百
三
十
九
年
国
王
ハ
勅
令
ヲ
発
布
シ
九
歳
以
下
の
幼
者
ハ
絶
対
二
工
場
二
使
用
ス

　
　
ヘ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
九
歳
乃
至
十
六
歳
以
下
ノ
モ
ノ
ハ
夜
業
二
従
事
セ
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス
且
ツ
一
目
十
時
間
以
上
ノ
労
働
ヲ
与
フ
ヘ
カ
ラ
サ
ル

　
　
コ
ト
ヲ
観
定
セ
リ
之
レ
実
二
独
二
於
ケ
ル
杜
会
政
策
的
立
法
ノ
萌
芽
ナ
リ
ト
ス
」
と
（
水
町
袈
裟
六
『
独
逸
二
於
ケ
ル
杜
会
政
策
調
査
報

　
　
告
書
』
、
明
治
四
十
二
年
九
月
。
な
お
、
フ
リ
ー
ト
リ
ツ
ヒ
ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
は
三
世
の
誤
り
　
　
引
用
者
）
。

（
ｕ
）
　
■
．
巾
昌
－
胃
一
申
串
○
二
〇
◎
Ｈ
Ｈ
・

（
１
２
）
オ
．
嚢
一
ぎ
彗
Ｐ
９
・
ぎ
雪
。
・
ｏ
箒
二
§
巨
・
｝
彗
・
つ
・
・
邑
ｏ
ｏ
葦
〆
芸
・

（
１
３
）
■
．
ま
ｏ
吾
臣
ｐ
．
ｐ
．
○
二
睾

三
月
前
期
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
１
お
げ
る
「
杜
会
間
題
」
四

（
川
本
）

七
九
（
一
九
七
）




